
令和６年11月

狛江市議会第４回定例会提出議案

東京都狛江市

公表用



提 出 議 案

㌻

１ 報告第４号 令和６年度狛江市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求めることについて -4-

２ 議案第46号 令和６年度狛江市一般会計補正予算（第５号） -16-

３ 議案第47号 令和６年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） -47-

４ 議案第48号 令和６年度狛江市下水道事業会計補正予算（第１号） -55-

５ 議案第49号 狛江市下水道事業の設置等に関する条例及び狛江市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条

例の一部を改正する条例 -75-

６ 議案第50号 狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一

部を改正する条例 -77-

７ 議案第51号 狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び狛江市職員の給料等に関する条例の一部

を改正する条例 -89-

８ 議案第52号 狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 -104-

９ 議案第53号 狛江市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 -106-
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10 議案第54号 狛江市学童保育所設置条例の一部を改正する条例 -111-

11 議案第55号 狛江市放課後クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 -114-

12 議案第56号 狛江市小学生クラブの設置及び管理に関する条例 -117-

13 議案第57号 道路の廃止について -120-

14 同意第５号 狛江市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて -121-

15 同意第６号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて -122-

16 同意第７号 狛江市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて -123-
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報告第 ４ 号

令和６年度狛江市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、令和６年10月８日に次のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定により、これを報告し、承認を求める。

令和６年11月25日

報告者 狛江市長 松原 俊雄

専 決 処 分 書

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたので、地方自治法第179条第１項の規定により、

令和６年度狛江市一般会計補正予算（第４号）を別紙のとおり専決処分する。

令和６年10月８日
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報 告 第 ４ 号 別 紙

令　和　６　年　度

狛　江　市　一　般　会　計　補　正　予　算 (第４号)
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　令和６年度狛江市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３８，１３４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ３６，２８８，３９３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第一表　歳入歳出予算補正」による。

令和 ６ 年 １０ 月 ８ 日 専決

狛 江 市 長

松　原　　俊　雄

令和６年度狛江市一般会計補正予算（第４号）
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第一 算

0,686 38,13

補

4 278,820

正

歳 　 　 入 　

歳

　 合 　 　 計 36,25

　

0,259 38,13

　

4 36,288,39

入

3

歳　　出

款 項 補正前の額 (千円) 補 正 額 (千円) 計 (千円)

表

２. 総 務 費 4,773,685 38,134 4,811,819

４. 選 挙 費 67,467

款

38,134 105,

項

601

補

歳 　 　 出 　 　 合 　 　 計

正

36,250,259

前

38,134 36,2

　

の

88,393

額 (千円) 補 正 額 (

　

千円) 計 (千円)

歳

16. 都 支

入

出 金 6,107,82

歳

8 38,134 6,1

出

45,962

予

３. 委 託 金 24
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狛　江　市　一　般　会　計　補　正　予　算 (第４号)

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
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１．

）

34 36,288,393

　（歳　出）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

総

２. 総 務 費 4,773,685 38,134 4

款

,811,819 0 3

補

8,134 0 0 0

正 前

歳 出 合 計 36,250

の

,259 38,134

額

36,288,393

補

0 38,134 0 0 0

　

正 額 計

千円 千円 千円

括

16. 都 支 出

　

金 6,107,828

（

38,134 6,14

歳

5,962

　

歳 入 合 計 36,2

入

50,259 38,1
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２．

6

4 234,446 ４.

.

選挙費委託金 38,1

 

34 ３．衆議院議員選

都

挙委託金

支

計 240,

出

686 38,134 2

金

78,820

(項)

歳

　３. 委託金

　入

目 補正前の

(

額 補 正 額 計
節

説 明
区 分

款

金 額

千円 千円 千円 千円

)

千円

　

１. 総務費委託金 19

1

6,312 38,13
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３．

．

の

  投・開票事務従事

他

者等報償

7,645 

千

 

円

21  

千円

    街頭啓発報

千

償

円

    ポス

千

ター掲示場借上謝礼

1

円

51  

総

千

5

円 千

旅費

(2)

円

 

千

 費用弁償

円

  

千

  委員出張旅費

円 千円

務

千円

費

４. 衆議院

　

議員 0 38,134 3

　

8,134 38,13

（

4

１. 報 酬 5,10

項

0 915

）

選

　

挙 費 915 １．人件費

歳

４

３. 職員手当等 91

．

5

選

〔職員課〕

挙

７. 報 償 費 7,817

費

915

　

職員手当

　

等

８. 旅 費 5

１. 費用弁償 2 37,219

　

37,219 ２．衆議院議員選挙費

２. 普通旅費 3 〔選挙管理委員会事務局〕

10. 需 用 費 2,879 5,100報酬

１. 消耗品費

出

1,020 468      投票管理者報酬

２. 燃 料 費 6 　　   16,700円×14人× 2回

４. 印 刷 330 622  

（

    投票立会人報酬

製 本 費 　　   14,800円×42人× 1回

目

６. 修 繕 料 1,5

補

23 201  

正前

    期日前投票管

の

理者報酬

11. 役 務

款

額

費 6,030

補

　

正

　   16,700

額

円× 1人×12回

計

１. 通 信 3,674

補

356  

正

  

額

  期日前投票立会人

の

報酬

運 搬 費

財

　

）

源

　   14,800

内

円× 2人×12回

訳

３. 手 数 料 1,87

節

4 15  

説

  

明

  開票管理者報酬

特

６. 保 険 料 482

定 財

　　   14,

源

300円× 1人× 

　

一

1回

12. 委 託 料 1

般

0,299 226  

財 源

    開票立

区

会人報酬

13. 使用

分

料及び 2,284

金 額

　　   11,3

国

00円×20人× 1

支

回

賃 借 料

２

出

   

金

 一般事務補助報酬（

都

時間額 

17. 備品

支

購入費 2,805 3,

出

212  

金

  

地

  ）

7,817

方 債

報償費

そ
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(

    事務用消耗品

(6)  燃料費

    自動車用燃料費

(330)

 

 

 

 印刷製本費

普

 

3通

   選挙特集

(1,

旅

523)

費

  修繕料

    交付機・読取分類機等修繕

1,503  

20    

)

  車椅子修繕

6,030役務費

(3,674)  通信運搬費

3,512

 

  

 

    入

 

場整理券等郵送料

14

 

2  

職

    

員

不在者投票郵送料

20

出

  

張

    在

旅

外投票郵送料

(1,8

費

74)

2

  手数

,

料

1,148  

87

    選挙公報配

9

布手数料

167      白布等クリーニング

250      廃棄処分手数料

    投票用紙リサイクル手数料

220  

89      選挙特集号折込手

需

数料

(482)

用費

  保険料

23  

(1

    選挙事務

,

従事者傷害保険

343

0

  

2

    選

0

挙人傷害保険

116 

)

     選挙事務賠償責任保険

10,299委託料

    ポスター掲示場設置等委託

3,061  

    投票所入場整理券作成・封 

4,591  

 

 

 

   入封かん委託

消耗

    選挙事務

品

支援システム保守 

9

費

24      委託

（款）　２．総務費　（項）　４．選挙費 -12-



（款 （

千円 千円 千円 千円 千円

項

千円 千円

）

４.  

　

   選挙資材搬入・

４

撤去業務委 

572 

．

 

選

    託

挙費

    学校施設施錠管理業務委託

44

）

  

    選挙システム選挙時支援委 

440      託

55      投票所夜間管理業務委託

　

302      投票所案内業務委託

    期日前投票所受付業務委託

310  

2,284使用料及

２

び賃借料

18      複写機借上

385      タクシー借上

目

    投票システ

補

ム用パソコン借 

1,

正

287  

．

前

  

の

  上

25  

額 補

    携帯電話借上

正

54  

額

   

計

 駐車場料

515  

補 正

    投票所

額

等用冷蔵庫借上

2,8

総

の

05

財

備品購入費

源

1,540  

内 訳

    投票用紙自動

節

交付機

1,265  

説 明

    投票用

特

紙計数機

定

計

務

財

67,467 38,1

源

34 105,601 3

一

8,134

般 財 源
区 分 金 額

費

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方

　

債 そ の 他
千円 千円 千円

-13-



１　特別職

職 員 数 報 酬 給 料 年間支給率(月分) 地 域 手 当 寒 冷 地 手 当 そ の 他 の 計 共 済 費 合 計 備 考

（人） （千円） （千円） 期末手当　(千円) （千円） （千円） 手　　　当(千円) （千円） （千円） （千円）

長 等
3 28,716 13,354 42,070 5,559 47,629

議 員
22 124,416 57,854 182,270 36,642 218,912

その他の
特 別 職 845 72,942 72,942 72,942

計
870 197,358 28,716 71,208 297,282 42,201 339,483

長 等
3 28,716 13,354 42,070 5,559 47,629

議 員
22 124,416 57,854 182,270 36,642 218,912

その他の
特 別 職 765 71,054 71,054 71,054

計
790 195,470 28,716 71,208 295,394 42,201 337,595

長 等
0 0 0 0 0 0

議 員
0 0 0 0 0 0

その他の
特 別 職 80 1,888 1,888 1,888

計
80 1,888 0 0 1,888 0 1,888

給　 　与　 　費　　 明　 　細　 　書

給 与 費

区 分

補

正

後

補

正

前

比

較

（4.65）

（4.65）

（4.65）

（4.65）

（0.00）

（0.00）
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( )内は、再任用職員 別掲　　【】内は、会計年度任用職員 別掲 （単位：千円）

(9)

【548】

449

(9)

【532】

449

(0)

【16】

0

（職員手当の内訳） （単位：千円）

区　分 地域手当 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当

補正後 297,031 33,418 62,967 8,070 98,655 207 41,516 27,000

補正前 297,031 33,418 62,967 8,070 97,740 207 41,516 27,000

比　較 0 0 0 0 915 0 0 0

（２）  報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

区　 分 増減額 備  考

報 　酬 3,212 　その他の増加分 3,212

　給与改定に伴う増減分 0

　新陳代謝等に伴う増減分 0

　制度改定に伴う増減分 0

　その他の増加分 915

２ 一 般 職

（１）  総  括

給   与   費

報　　酬 給   料 職 員 手 当 計

期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 備   考

828,197 123,299

828,197 123,299

0 0

増 減 事 由 別 内 訳 説       明

その他の増減分 3,212

給与改定に伴う増減分 0

その他の増減分 0

制度改定に伴う増減分 0

その他の増減分 915

区 分 職員数（人） 共 済 費 合    計

補正後 830,593 1,755,615 1,520,360 4,106,568 668,021 4,774,589

補正前 827,381 1,755,615 1,519,445 4,102,441 668,021 4,770,462

比  較 3,212 0 915 4,127 0 4,127

給 　料 0

職員手当 915
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議案第 46 号

令和６年度狛江市一般会計補正予算（第５号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

一般会計予算を補正する必要が生じたため。
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議 案 第 ４６ 号 別 紙

令　和　６　年　度

狛　江　市　一　般　会　計　補　正　予　算 (第５号)
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　令和６年度狛江市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２３，１４５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ３６，５１１，５３８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第一表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の変更は、「第二表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第三表　地方債補正」による。

令和 ６ 年 １１ 月 ２５ 日 提出

狛 江 市 長

松　原　　俊　雄

令和６年度狛江市一般会計補正予算（第５号）
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第一 算

511,961 375

補

1,512,336

正

16. 都

歳

支 出 金 6,145,9

　

62 6,149 6,1

　

52,111

入

２. 都 補 助 金 4,041,390 6,149 4,047,539

1

表

9. 繰 入 金 625,088 125,295 750,383

１. 繰 入 金 625,088 125,2

款

95 750,383

項

21. 諸

補

収 入 620,321 5

正

1,326 671,6

前

47

５

　

の

. 雑 入 555,882

額

51,326 607,

(

208

千

22. 市 債 774,1

円

00 40,000 81

)

4,100

補

１. 市 債 774,

正

100 40,000 8

額

14,100

(

歳 　 　 入 　 　 合

　

千

　 　 計 36,288,

円

393 223,145

)

36,511,538

計 (千円)

歳

15. 国 庫

入

支 出 金 6,573,0

歳

92 375 6,573

出

,467

予

２. 国 庫 補 助 金 1,
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歳　

育 費 1,031,320 33,288 1,0

２

64,608

.

11. 公 債 費 1

総

,576,670 △1

務

9,707 1,556

費

,963

4

１. 公 債 費 1,57

,

6,670 △19,7

8

07 1,556,96

1

3

歳 　

1

　 出 　 　 合 　 　 計 36

,

,288,393 22

8

3,145 36,51

1

1,538

9 66,9

款

95 4,878,81

項

4

１.

補

総 務 管 理 費 4,057

正

,010 56,766

前

4,113,776

の

２. 徴 税

額

費 375,018 7,

(

908 382,926

　

千

３. 戸

円

籍 住 民 基 本 台 帳 費 24

)

8,271 1,602

補

249,873

正

４. 選 挙 費 1

額

05,601 334 1

(

05,935

千

６. 監 査 委 員 費

円

24,581 385 2

)

4,966

出

計

３. 民 生 費 18,

(

359,483 71,

千

964 18,431,

円

447

)

１. 社 会 福 祉 費 7,114,772 9,787 7,124,559

２. 児 童 福 祉 費 8,658,004 57,489 8,715,493

３. 生 活 保

１

護 費 2,586,70

.

7 4,688 2,59

議

1,395

会

４. 衛 生 費 2,7

費

65,357 14,6

3

15 2,779,97

2

2

１.

0

保 健 衛 生 費 1,179

,

,826 12,112

4

1,191,938

9

２. 清 掃

2

費 1,585,531

△

2,503 1,588

3

,034

9

６. 農 業 費 44,1

7

83 343 44,52

3

6

１.

2

農 業 費 44,183 3

0

43 44,526

,

７. 商 工 費

0

122,861 △4,

9

477 118,384

5

１. 商 工 費 122,861 △4,477 118,384

８. 土 木 費 2,577,474 30,868 2,608,342

１. 土 木 管

１

理 費 151,405 4

.

,746 156,15

議

1

４.

会

都 市 計 画 費 1,940

費

,173 26,122

3

1,966,295

2

９. 消 防

0

費 1,323,310

,

8,302 1,331

4

,612

9

１. 消 防 費 1,32

2

3,310 8,302

△

1,331,612

3

10. 教

9

育 費 4,050,14

7

2 54,639 4,1

3

04,781

2

１. 教 育 総 務 費

0

698,964 5,1

,

51 704,115

0

２. 小 学

9

校 費 1,017,03

5

3 14,155 1,031,188

３. 中 学 校 費 628,283 2,045 630,328

５. 社 会 教
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　　　第二表　債務負担行為補正

期　　　間 限　　　度　　　額 期　　　間 限　　　度　　　額

緑 野 小 学 校 放 課 後
子 ど も 教 室 整 備 事 業

令和７年度 ６７，３６２千円

市 民 セ ン タ ー 初 度 備 品
（ 公 民 館 事 業 ）

令和７年度 ３０，０００千円

市 民 セ ン タ ー 初 度 備 品
（ 図 書 館 事 業 ）

令和７年度 ７５，０００千円

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後
事　　　　　　項
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　　　第三表 　地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率

４．０％ ４．０％

以　内 以　内

（ただし、 （ただし、

証書借入 利率見直し 証書借入 利率見直し

方式で借り 方式で借り

入れる資金 入れる資金

又　　は について、 又　　は について、

利率見直し 利率見直し

を行った後 を行った後

証券発行 においては、 証券発行 においては、

当該見直し 当該見直し

後の利率） 後の利率）

補　　　　　　　　正　　　　　　　　前 補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

償還の方法 償還の方法

庁 舎 整 備 事 業 債 23,500　 庁 舎 整 備 事 業 債 23,500　

谷 戸 橋 地 区 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

39,000　
谷 戸 橋 地 区 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

39,000　

猪 方 学 童 保 育 所
整 備 事 業 債

45,200　
猪 方 学 童 保 育 所
整 備 事 業 債

45,200　

（ 仮 称 ） 和 泉 小 学 校
学 童 ク ラ ブ 整 備 事 業 債

37,200　
（ 仮 称 ） 和 泉 小 学 校
学 童 ク ラ ブ 整 備 事 業 債

37,200　

道 路 整 備 事 業 債 56,500　 道 路 整 備 事 業 債 56,500　

狛 江 駅 周 辺 の 快 適 な
空 間 づ く り 事 業 債

35,100　
狛 江 駅 周 辺 の 快 適 な
空 間 づ く り 事 業 債

35,100　

調 布 都 市 計 画 道 路
３ ・ ４ ・ １ ６ 号 線
（岩戸北区間）整備事業債

33,700　
調 布 都 市 計 画 道 路
３ ・ ４ ・ １ ６ 号 線
（岩戸北区間）整備事業債

33,700　

（ 仮 称 ） 駒 井 公 園
整 備 事 業 債

204,800　
（ 仮 称 ） 駒 井 公 園
整 備 事 業 債

204,800　

公 園 遊 具 整 備 事 業 債 15,700　 公 園 遊 具 整 備 事 業 債 15,700　

消防団施設整備事業債 5,700　 消防団施設整備事業債 5,700　

防 災 行 政 無 線
整 備 事 業 債

2,800　
防 災 行 政 無 線
整 備 事 業 債

2,800　

河 川 水 位 監 視 カ メ ラ
整 備 事 業 債

3,000　
河 川 水 位 監 視 カ メ ラ
整 備 事 業 債

3,000　

　借り入れの時から据

置期間を含め、２５年

以内の償還とする。

　ただし、財政その他

の都合により、据置期

間及び償還年限を短縮

し、若しくは繰上償還

又は低利に借り換える

ことができる｡

　その他については、

債権者との協定に基づ

く条件とする｡

　借り入れの時から据

置期間を含め、２５年

以内の償還とする。

　ただし、財政その他

の都合により、据置期

間及び償還年限を短縮

し、若しくは繰上償還

又は低利に借り換える

ことができる｡

　その他については、

債権者との協定に基づ

く条件とする｡

千円千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率

４．０％ ４．０％

以　内 以　内

証書借入 （ただし、 証書借入 （ただし、

利率見直し 利率見直し

方式で借り 方式で借り

又　　は 入れる資金 又　　は 入れる資金

について、 について、

利率見直し 利率見直し

証券発行 を行った後 証券発行 を行った後

においては、 においては、

当該見直し 当該見直し

後の利率） 後の利率）

計 774,100　 計 814,100　

補　　　　　　　　正　　　　　　　　前 補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

償還の方法 償還の方法

第六小学校整備事業債 25,000　 第六小学校整備事業債 25,000　

和泉小学校整備事業債 18,100　 和 泉 小 学 校 整 備 事 業 債 18,100　

第一中学校整備事業債 27,700　 第一中学校整備事業債 27,700　

第四中学校整備事業債 17,200　 第四中学校整備事業債 17,200　

緑 野 小 学 校
放 課 後 子 ど も 教 室
整 備 事 業 債

緑 野 小 学 校
放 課 後 子 ど も 教 室
整 備 事 業 債

40,000　

市 民 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

129,000　
市 民 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

129,000　

新 図 書 館 整 備 事 業 債 6,400　 新 図 書 館 整 備 事 業 債 6,400　

市 民 総 合 体 育 館
整 備 事 業 債

48,500　
市 民 総 合 体 育 館
整 備 事 業 債

48,500　

　借り入れの時から据

置期間を含め、２５年

以内の償還とする。

　ただし、財政その他

の都合により、据置期

間及び償還年限を短縮

し、若しくは繰上償還

又は低利に借り換える

ことができる｡

　その他については、

債権者との協定に基づ

く条件とする｡

　借り入れの時から据

置期間を含め、２５年

以内の償還とする。

　ただし、財政その他

の都合により、据置期

間及び償還年限を短縮

し、若しくは繰上償還

又は低利に借り換える

ことができる｡

　その他については、

債権者との協定に基づ

く条件とする｡
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狛　江　市　一　般　会　計　補　正　予　算 (第５号)

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
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１．

）

6,152,111

19. 繰 入 金 625,088 125,295 750,383

21. 諸 収 入 620,321 51,326 671,647

22. 市 債 774,100 40,000 81

総

4,100

歳 入 合 計 36,288,393 223,

款

145 36,511,

補

538

　（歳　出）

正 前 の

補 正 前 の 額 補

額

正 額 計

補 正 額 の 財 源 内

補

訳

款 特 定 財 源
一 般 財 源

　

正

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方

額

債 そ の 他
千円 千円 千円

計

千円 千円 千円 千円 千円

千円

１. 議 会 費 320,4

千

92 △397 320,

円

095 0 0 0 0 △39

千

7

円

２. 総 務 費 4,811,819 66,9

括

95 4,878,814 0 0 0 0 66,995

３. 民 生 費 18,

1

359,483 71,

5

964 18,431,

.

447 375 6,14

国

9 0 0 65,440

庫 支

４. 衛 生 費 2,765

　

出

,357 14,615

金

2,779,972 0

6

0 0 0 14,615

,5

６. 農 業 費 44,18

7

3 343 44,526

3

0 0 0 0 343

,

７.

0

商 工 費 122,861

9

△4,477 118,

（

2

384 0 0 0 0 △4,

3

477

7

８. 土 木 費 2

5

,577,474 30

6

,868 2,608,

,

342 0 0 0 0 30,

5

868

7

９. 消 防 費 1

3

,323,310 8,

,

302 1,331,6

歳

4

12 0 0 0 0 8,30

6

2

7

10. 教 育 費 4,050,142 54,639 4,104,781 0 0 40,000 0 14,639

11. 公 債 費 1,576,

1

670 △19,707

　

6

1,556,963 0

.

0 0 0 △19,707

都 支

歳 出 合 計 36,2

出

88,393 223,

金

145 36,511,

6

538 375 6,14

,

9 40,000 0 17

1

6,621

4

入

5,962 6,149

-25-



２．

5

7,378 １. 社 会 福

.

祉 費 375 ９．生活困

 

窮者就労準備支援事業

国

費等補助金

庫

国 庫 補 助 金 補 助

支

金

出

計 1,511,9

金

61 375 1,512

(

,336

(款)　16

項

. 都支出金

(項)　

歳

)

２. 都補助金

　２

目 補正前の

.

額 補 正 額 計
節

説 明
区 分

 

金 額

千円 千円 千円 千円

国

千円

庫

２. 民生費都補助金 1

補

,760,744 6,

助

149 1,766,8

金

93 ５. 障 が い 者 10

　

8 ４．特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金

自立支援事業費

補 助 金

3,841６. 児 童 福 祉 費 6,041 11．保育士等キャリアアップ補助金

2,200

入

補 助 金 19．保育力強化事業補助金

計 4,041,390 6,149 4,047,539

(款)　19. 繰入金

(項)　１. 繰入金

目 補

目 補正

(

正

前の額 補 正 額 計
節

説 明

前

区 分 金 額

千円 千円 千円

の

千円 千円

額

１. 基 金 繰 入 金 5

補

37,285 125,

正

295 662,580

額

１. 財 政 調 整 125,

計

295 １．基金繰入金

節

基 金

説

繰 入 金

款

明

計 625,0

区

88 125,295 7

分

50,383

(款)　

金

21. 諸収入

(項)

額

　５. 雑入

千円

目 補正前の額

千

補 正 額 計
節

説 明
区 分 金

円

額

千円 千円 千円 千円 千

千

円

１

)

円

. 雑 入 555,882

千

51,326 607,

円

208 ５. 雑 入 51,

千

326 ８．多摩川衛生

円

組合負担金清算金

計 555,882 51,326 607,208

　

２. 民 生 費 50

1

7,003 375 50
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(款

(

会教育施設 40,00

項

0 ４．緑野小学校放課

)

後子ども教室整備事業

　

債

整

１

備 事 業 債

.

計 774,

 

100 40,000 8

市

14,100

(款)　

債

22. 市債

)　

目 補正

2

前の額 補 正 額 計
節

説 明

2

区 分 金 額

千円 千円 千円

.

千円 千円

 

５. 教 育 債 271

市

,900 40,000

債

311,900 ２. 社
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３．

．

の 他
千円 千円 千円 千円

議

千円 千円 千円 千円 千円

会

千円

費

１. 議 会 費

　

320,492 △39

　

7 320,095 △3

（

97

２. 給 料 △1,

項

800 △2,88

）

5

　

△2,885

歳

１

１．人件費

３. 職員

．

手当等 1,838

議会

〔職員課〕

４. 共

費

済 費 △435 △1,8

　

00

　

給料

    一般職給

△650

　

職員手当等

△435共済費

2,4882,488 ２．議会関係費

〔議会事務局〕

2,48

出

8職員手当等

計 320,492 △397 320,095 △397

（款）　２．総務費　　

（項）　１．総務管理費　　

（

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国 支 出 金 都 支 出 金

目

地 方 債 そ の 他
千円 千円

補

千円 千円 千円 千円 千円

正

千円 千円 千円

前

１

の

. 一般管理費 1,62

款

額

3,693 56,76

補

6 1,680,459

正

56,766

１. 報

額

酬 18,000 1

計

9,751

補

19

正

,751 １．人件費

額

２. 給 料 12,000

の 財

〔職員課〕

３

）

源

. 職員手当等 8,48

内

8 12,000

訳 節

給料

４. 共 済 費 3,

説

029

明

    

特

一般職給

18. 負 担

定

金 、 15,249 4,

財

722

源

職員手当

　

一

等

補 助 及 び 3,029

般 財

共済費

交 付 金

源
区

37,01

分

5

金

37,015

額

８．職員管理費

国 支

〔職員課〕

18,00

１

出

0

金

報酬

都

 

支

   一般事務報酬

出 金 地 方 債 そ
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3

 担金

計 4,057,010 56,766 4,113,776 56,766

（項）　２．徴税費　　

目 補

職

正前の額 補 正 額 計

補 正

,員

額 の 財 源 内 訳 節
説 明特

手

定 財 源
一 般 財 源

区 分 金

当

額
国 支 出 金 都 支 出 金 地

等

方 債 そ の 他
千円 千円 千

1

円 千円 千円 千円 千円 千

5

円 千円 千円

,

１.

2

税務総務費 232,0

4

19 7,908 239

9

,927 7,908

7

２. 給 料 4,500 7,9087,908 １．人件費

３. 職員手当等 1,620 〔職員課〕

４. 共 済 費 1,788 4,500給

6

料

    一般職給

1,620

負担

職員手当等

1,78

金

8

、

共済費

補助

計 375,018

及

7,908 382,9

6

び

26 7,908

（項）

交

　３．戸籍住民基本台

付

帳費　　

金

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１. 戸 籍 住 民 247,792 1,602 249,394 1,602

２. 給 料 1,0

 

00 1,602

  

基本台帳費 1,6

 

02 １．人件費

３.

市

職員手当等 360

町村

〔職員課〕

４. 共

職

済 費 242 1,000

員退

給料

職

 

手

   一般職給

360

当組

職員手当等

24

合

2

負

共済費

 

計 248,271 1,602 249,873 1,602

（款）　２．総務費　（項）　３．戸籍住民基本台帳費
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（項 　

千円 千円 千円

１. 選 挙 管 理 25,062 334 25,396 334

２. 給 料 106 334委 員 会 費 334 １．人件費

３. 職員手当等 50

）

〔職員課〕

４. 共 済 費 178 106給料

    一般職給

50職員手当等

178共済費

　

計 105,601 334 105,935 334

（項）　６．監査委員費　　

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源

目

内 訳 節
説 明特 定 財 源

一

４

補

般 財 源
区 分 金 額

国 支 出

正

金 都 支 出 金 地 方 債 そ の

前

他
千円 千円 千円 千円 千

の

円 千円 千円 千円 千円 千

額

円

補

１. 監査委員

正

費 24,581 385

額

24,966 385

計

２. 給 料 100 3

補

85

．

正

385 １．

額

人件費

３. 職員手当

の

等 107

財

〔職員

源

課〕

４. 共 済 費 17

内

8 100

訳

給料

節
説

    一般職

明

給

107

選

特

職員手

定

当等

178

財

共済

源

費

一

計 24,

般

581 385 24,9

財

66 385

（款）　３

源

．民生費　　

（項）　

区

１．社会福祉費　　

分

挙

金 額

目 補正

国

前の額 補 正 額 計

補 正 額

支

の 財 源 内 訳 節
説 明特 定

出

財 源
一 般 財 源

区 分 金 額

金

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方

都

債 そ の 他
千円 千円 千円

支

千円 千円 千円 千円 千円

出

千円 千円

金

１. 社

費

地

会 福 祉 2,199,6

方

44 9,732 2,2

債

09,376 375 1

そ

08 9,249

２.

の

給 料 560 1,1

他

07

千

総 務 費 1,

円

107 １．人件費

３

千

. 職員手当等 210

円

　

千

〔職員課〕

４.

円

共 済 費 337 560

千円

給料

千円 千円 千円
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1 8

27. 繰 出

1

金 4,000 26．生活困窮者自立相談支援事業

500375 125

〔福祉相談課〕

500

2

負担金、補助及び交付金

    ＮＰＯ法人等に対する活動 

  

    支援事業補助

 

金

 一

31．

. 般

障がい者就労・生活支

職

援

3,981

給

3,981

1

〔

8

高齢障がい課〕

3,9

.

81

負

委託料

担 金

    障がい者就

委

、

労支援事業委託

2,0

6

97  

44 2

    障がい者地域

1

自立生活支援 

1,8

0

84      センター事業委託

託

33．障がい福祉サービス事業所等 

144108 36     補助

〔高齢障がい課〕

144負担

料

職

金、補助及び交付金

員手

    特定相談

当

・一般相談連携機 

等

補

    能強化支

助

援事業補助金

及 び 3

38．国民健康保

3

3

険特別会計繰出

4

7

,0004,000

〔財政課〕

4,000繰出金

    国民健康保険特別会計繰出

,

 

    金

５. 国民年金費 11,269 55 11

共

,324 55

２. 給

済

料 27 55

費

交

55 １．人件費

３.

付

職員手当等 20

9

金

〔職員課〕

４. 共 済 費 8 27給料

（款）　３．民生費　（項）　１．社会福祉費 -31-



（款 （

千

）

3,000

円

職

千

員手当等

円

５.

千

学童保育費 884,3

円

70 1,901 886

千

,271 1,901

円

２. 給 料 500 1

千

,901

円

1,9

項

千

01 １．人件費

円 千円 千円

）

５

　

.     一般職給

2

１

0

．

職員手当等

8

社会

共済費

福祉

計 7,114,77

） 費

2 9,787 7,124,559 375 108 9,304

（項）　２．児童福祉費　　

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

　

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１. 児 童 福 祉 2,429,760 31,288 2,461,048 31,288

２. 給 料 15,000 31,2

３

88総 務 費 31,288 １．人件費

３. 職員手当等 7,400 〔職員課〕

４. 共 済 費 8,888 15,000

目

給料

．

補

    

正

一般職給

7,400

前の

職員手当等

8,8

額

88

補

共済費

正 額

２. 児童措置費 4

計

,128,027 6,

補

300 4,134,3

民

正

27 6,041 259

額

18. 負 担 金 、 6,

の

300 6,300

財 源

6,041 25

内

9 10．保育所等児童

訳

運営費

補 助 及 び

節
説

〔児童育成課〕

交 付 金

明

6,300

生

特

負担

定

金、補助及び交付金

財 源

    保育士

一

等キャリアアップ補 

般

4,100  

財 源

    助金

区

 

分

   保育力強化事業

費

金

補助金

2,200  

額
国 支

４. 保

出

育 園 費 924,518

金

18,000 942,

都

518 18,000

支

１. 報 酬 15,000

出

18,000

金

　

地

18,000 ３．保

方

育園維持管理費

３.

債

職員手当等 3,000

そ の

〔児童育成課〕

他

15,000

千円

報酬

千

    保

円

育補助等報酬（時間額

-32-



３ 0

等

　１．保健衛生費

1,221共済費

計 8,658,004 57,489 8,715,493 6,041 51,448

（項）　３．生活保護費　　

.

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一

〔

般 財 源
区 分 金 額

国 支 出

職

金 都 支 出 金 地 方 債 そ の

員

他
千円 千円 千円 千円 千

課

円 千円 千円 千円 千円 千

〕

円

１. 生 活 保 護

職

４

206,859 4,6

.

88 211,547 4

共

,688

２. 給 料 1

済

,672 4,68

費

8

1

総 務 費 4,6

,

88 １．人件費

３.

2

職員手当等 610

21

〔職員課〕

４. 共

員

5

済 費 2,406 1,6

0

72

0

給料

    一般職給

610職員手当等

2,406共済費

手

計 2,586,707 4,688 2,591,395 4,688

（款）　４．衛生費　　

（項）　１．保健衛生費　　

給料

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額

当

の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１. 保 健 衛 生 587,654 12,112 599,766 12,112

等

２. 給 料 7,000 12,112

  

総 務 費 12,112 １

 

．人件費

３. 職員手

 

当等 2,520

一般

〔職員課〕

４. 共 済

職

費 2,592 7,00

給

0

1

1

給料

80

    一般職給

2,520職員手当等

2,592共済費

４. 公害対策費 81,548 4

8

,805 86,353 4,805

２. 給 料 3,000 4,8054,805 １．人件費

３. 職員

職

手当等 1,080

員手

〔職員課〕

（款）

当

　４．衛生費　（項） -33-



（款 （

千円 千円 千円 千円 千円

項

千円 千円 千円

４. 共 済

）

費 725 3,000

　１

４. 給料

．保

    一般職給

1,

健

080

衛

職員手当

生

等

725

） 費

共済費

５. 自然保護費 95,237 △4,805 90,432 △4,805

２. 給 料 △3,000 △4,805△4,805 １．人件費

３

　

. 職員手当等 △1,080 〔職員課〕

４. 共 済 費 △725 △3,000給料

    一般職給

△1,080

４

職員手当等

△725共済費

計 1,179,826 12,112 1,191,938 12,112

（項）　２．清掃費　　

目

．

補正

目 補正前の額 補 正

前

額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

の

節
説 明特 定 財 源

一 般 財

額

源
区 分 金 額

国 支 出 金 都

補

支 出 金 地 方 債 そ の 他
千

正

円 千円 千円 千円 千円 千

額

円 千円 千円 千円 千円

計

補

１. 清掃総務費 1

衛

正

08,854 2,50

額

3 111,357 2,

の

503

２. 給 料 1,

財

500 2,503

源 内

2,503 １．

訳

人件費

３. 職員手当

節

等 540

説

〔職員

明

課〕

４. 共 済 費 46

生

特

3 1,500

定

給

財

料

源

    一

一

般職給

540

般

職

財

員手当等

463

源
区

共済費

分

計 1

費

金

,585,531 2,

額

503 1,588,0

国

34 2,503

支 出 金 都 支 出 金

　

地 方 債 そ の 他
千円 千円
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（款 　

円 千円 千円 千円 千円 千

（

円 千円 千円 千円

項）

２. 農業総務費 13,

　

773 343 14,1

１

16 343

２. 給 料

．

93 343

農業

343 １．人件費

３

費

. 職員手当等 205

）

　　

〔職員課〕

４. 共 済 費 45 93給料

    一般職給

205職員手当等

45

　

共済費

計 44,183 343 44,526 343

（款）　７．商工費　　

（項）　１．商工費　　

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額

６

の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１. 商工総務費 64,417 △4,477 59,940 △4,477

２

．

目

. 給 料 △2,800

補

△4,477

正前

△4,477 １．人件

の

費

３. 職員手当等 △

額

1,010

補

〔職

正

員課〕

４. 共 済 費 △

額

667 △2,800

計

農

補

給料

正

  

額

  一般職給

△1,0

の

10

財

職員手当等

源

△667

内

共済費

訳 節

計 122,

説

861 △4,477 1

業

明

18,384 △4,4

特

77

（款）　８．土木

定

費　　

（項）　１．土

財

木管理費　　

源
一 般

目 補正前の額

財

補 正 額 計

補 正 額 の 財 源

源

内 訳 節
説 明特 定 財 源

一

区

般 財 源
区 分 金 額

国 支 出

費

分

金 都 支 出 金 地 方 債 そ の

金

他
千円 千円 千円 千円 千

額

円 千円 千円 千円 千円 千

国

円

支

１. 土木総務

出

費 151,405 4,

金

746 156,151

都

4,746

（款）　

支

８．土木費　（項）　

出

１．土木管理費

　

金 地 方 債 そ の 他
千円 千
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（款 （

千円 千円 千円 千円 千円

項

千円 千円 千円

２. 給 料

）

1,800 4,7

　

46

１

１. 4,7

．

46 １．人件費

３.

土

職員手当等 1,150

木管

〔職員課〕

４

理

. 共 済 費 1,796 1

） 費

,800給料

    一般職給

1,150職員手当等

1,796共済費

　

計 151,405 4,746 156,151 4,746

（項）　４．都市計画費　　

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国

８

支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１. 都 市 計 画 472,449 29,547 501,996 29,547

２. 給 料 18,400

目

29,547

．

補正

総 務 費 29,547 １

前

．人件費

３. 職員手

の

当等 6,630

額 補

〔職員課〕

４. 共 済

正

費 4,517 18,4

額

00

計

給料

補

土

正

    一般職給

6

額

,630

の

職員手

財

当等

4,517

源 内

共済費

訳

５. 下

節

水 道 費 484,976

説

△3,425 481,

明

551 △3,425

木

特

18. 負 担 金 、 △3,

定

425 △3,42

財

5

源

△3,425

一

１．下水道事業会計繰

般

出

補 助 及 び

財

〔財

源

政課〕

交 付 金 △3,4

区

25

分

負担金、補

費

金

助及び交付金

額
国

    下水道事業会

支

計補助金

出

計

金

1,940,173 2

都

6,122 1,966

支

,295 26,122

出 金

　

地 方 債 そ の 他
千円 千円
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（款 　

円 千円 千円 千円 千円 千

（

円 千円 千円 千円

項）

１. 常備消防費 1,0

　

61,375 8,30

１

2 1,069,677

．

8,302

18. 負

消

担 金 、 8,302

防

8,302

費

8,

）

　

302 １．常備消防事

　

務委託費

補 助 及 び 〔安心安全課〕

交 付 金 8,302負担金、補助及び交付金

    常備消防事務委託負担金

　

計 1,323,310 8,302 1,331,612 8,302

（款）　10．教育費　　

（項）　１．教育総務費　　

目 補正前

９

の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２. 事 務 局 費 191,372 4,604 195,97

．

目

6 4,604

２. 給

補

料 2,200 4,

正

604

前

4,60

の

4 １．人件費

３. 職

額

員手当等 973

補 正

〔職員課〕

４. 共 済

額

費 1,431 2,20

計

0

消

補

給料

正 額

    一般職給

97

の

3

財

職員手当等

1

源

,431

内

共済費

訳 節

３. 教育指導

説

費 503,289 54

防

明

7 503,836 54

特

7

17. 備品購入費

定

547 547

財 源

547 21．情報教

一

育推進費

般

〔指

財

導室〕

547

源

備

区

品購入費

費

分

   

金

 タブレット保管庫

額
国

計 698,9

支

64 5,151 704

出

,115 5,151

（

金

款）　10．教育費　

都

（項）　１．教育総務

支

費

出

　

金 地 方 債 そ の 他
千円 千
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（項 　

円

3

千

〔学校教育課

円

〕

千円 千円

　

１. 学校管理費 303,308 4,895 308,203 4,895

12. 委 託 料 4,895 4,8954,895 １．学校維持管理費

）

〔学校教育課〕

4,895委託料

    第三小学校普通教室化委託

５. 学校給食費 502,731 9,26

　

0 511,991 9,260

２. 給 料 66 124124 １．人件費

３. 職員手当等 40 〔職員課〕

４. 共 済 費 18 66給料

２

目

10. 需 用 費 2,91

補

2

正

    一般

前

職給

７. 賄材料費

の

2,912 40

額 補

職員手当等

17. 備

正

品購入費 6,215 1

額

8

計

共済費

18

．

補

. 負 担 金 、 9

正

補

額

助 及 び 9,136

の 財

9,136 ２．

源

学校給食費

交 付 金

内 訳

〔学校教育課〕

2

節

,912

説

需用費

小

明

(2,912)

特 定

  賄材料費

財

 

源

   給食用材料

6,

一

215

般

備品購入

財

費

源

    給食

区

室用備品

9

学

分

負担

金

金、補助及び交付金

額
国

    学校給食

支

代替者補助金

出 金

計 1,017,03

都

3 14,155 1,0

支

31,188 14,1

出

55

（項）　３．中学

校

金

校費　　

地 方 債

目 補正前の額 補 正

そ

額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

の

節
説 明特 定 財 源

一 般 財

他

源
区 分 金 額

国 支 出 金 都

千

支 出 金 地 方 債 そ の 他
千

円

円 千円 千円 千円 千円 千

千

円 千円 千円 千円 千円

費

円 千

５. 学校給食費 2

円

77,735 2,04

千

5 279,780 2,

円

045

10. 需 用 費

千

2,043 2,0

円

45

千

2,045

円

３．中学校給食費

千

７. 賄材料費 2,04
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1 ,

負担金、補助及び交付

0

金

4

    学校

3

給食代替者補助金

計 628,283 2,045 630,328 2,045

（項）　５．社会教育費　　

8

目 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源

一 般 財 源
区 分 金 額

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円

需

千円 千円 千円 千円 千円

用

千円 千円 千円

費

１

.

補

. 社 会 教 育 291,7

助

41 33,288 32

及

5,029 40,00

び

0 △6,712

２.

(

給 料 △7,000

2

△11,212

,0

総 務 費 △11,212

4

１．人件費

３. 職員

3

手当等 △2,520

負

)

〔職員課〕

４. 共 済 費 △1,692 △7,000給料

12. 委 託 料 600     一般職給

14. 工事請負費 43,900 △2,5

担

20職員手当等

△1,692

 

共済費

 賄

４

材

．放課後子ども教室整

料

備事業

44,50

費

0

金

交

40,000

付

4,500

金

〔施設課〕

600委託料

    緑野小学校放課後子ども教 

    室

、

新築工事監理業務委託

43,900工事請負費

    緑野小学校放課後子

 

ども教 

 

   

 

 室新築工事

 

2

給

計 1,031,32

食

0 33,288 1,0

用

64,608 40,0

材

00 △6,712

（款

料

）　10．教育費　（項）　５．社会教育費

2

2
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（款 　

千円 千円 千円 千円 千円

　

千円 千円 千円 千円

（項

１. 元 金 1,512

）

,828 △11,51

　

4 1,501,314

１

△11,514

22

．

. 償 還 金 、 △11,5

公

14 △11,51

債

4

）

費

△11,51

　

4 １．長期債償還元金

　

利 子 及 び 〔財政課〕

割 引 料 △11,514償還金、利子及び割引料

19      民生

　

債

12      土木債

△11,850      教育債

305      臨時財政対策債

２. 利

1

子 63,842 △8,193 55,649 △8,193

22. 償 還 金 、 △8,193 １．長期債、一時借入金償還利子

利 子 及 び △8,193△8,193

割 引

1

料

目

〔財政課〕

補

△8,193

正

償

前

還金、利子及び割引料

の

△41  

額

  

補

  民生債

△1,06

正

5  

額

    

．

計

土木債

△6,413 

補

 

正

    教育

額

債

△674  

の 財

    臨時財政対策

源

債

内

計 1,5

訳

76,670 △19,

節

707 1,556,9

公

説

63 △19,707

明特 定 財 源
一 般 財 源

債

区 分 金 額
国 支 出 金 都 支

費

出 金 地 方 債 そ の 他
千円
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１　特別職

職 員 数 報 酬 給 料 年間支給率(月分) 地 域 手 当 寒 冷 地 手 当 そ の 他 の 計 共 済 費 合 計 備 考

（人） （千円） （千円） 期末手当　(千円) （千円） （千円） 手　　　当(千円) （千円） （千円） （千円）

長 等
3 28,716 13,929 42,645 5,737 48,382

議 員
22 124,416 60,342 184,758 36,642 221,400

その他の
特 別 職 845 72,942 72,942 72,942

計
870 197,358 28,716 74,271 300,345 42,379 342,724

長 等
3 28,716 13,354 42,070 5,559 47,629

議 員
22 124,416 57,854 182,270 36,642 218,912

その他の
特 別 職 845 72,942 72,942 72,942

計
870 197,358 28,716 71,208 297,282 42,201 339,483

長 等
0 0 575 575 178 753

議 員
0 0 2,488 2,488 0 2,488

その他の
特 別 職 0 0 0 0

計
0 0 0 3,063 3,063 178 3,241

給　 　与　 　費　　 明　 　細　 　書

給 与 費

区 分

補

正

後

補

正

前

比

較

（4.85）

（4.85）

（4.65）

（4.65）

（0.20）

（0.20）
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( )内は、再任用職員 別掲　　【】内は、会計年度任用職員 別掲 （単位：千円）

(9)

【555】

451

(9)

【548】

449

(0)

【7】

2

（職員手当の内訳） （単位：千円）

区　分 地域手当 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当

補正後 305,856 33,418 62,967 8,070 98,655 207 41,516 27,000

補正前 297,031 33,418 62,967 8,070 98,655 207 41,516 27,000

比　較 8,825 0 0 0 0 0 0 0

（２）  報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 （単位：千円）

区　 分 増減額 備  考

報 　酬 33,000

　給料改定に伴う増加分

　その他の減少分

　制度改正等に伴う増加分 45,321

　その他の減少分

２  一 般 職

（１）  総  括

給   与   費

報　　酬 給   料 職 員 手 当 計

期末勤勉手当
会計年度任用職員

期末勤勉手当
備   考

841,954 130,065

828,197 123,299

13,757 6,766

増 減 事 由 別 内 訳 説       明

その他の増減分 33,000 　その他の増加分 33,000

給料改定に伴う増減分 57,145 57,145

その他の増減分 △ 2,221 △ 2,221

制度改正等に伴う増減分 45,321

その他の増減分 △ 15,973 △ 15,973

区 分 職員数（人） 共 済 費 合    計

補正後 863,593 1,810,539 1,549,708 4,223,840 694,186 4,918,026

補正前 830,593 1,755,615 1,520,360 4,106,568 668,021 4,774,589

比  較 33,000 54,924 29,348 117,272 26,165 143,437

給 　料 54,924

職員手当 29,348
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（３）  給料及び職員手当の状況

ア  職員１人当たり給与

イ  初任給

ウ  級別職員数 ( )は、再任用職員　別掲 級別の基準となる職務

区  分

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％） １級 主事の職務

(1) (25.0) ２級 主任の職務

3 17.7 １　係長の職務

(3) (87.5) (2) (75.0) ２　主査の職務

63 16.6 10 58.7 １　課長の職務

３級 72 19.0 ３級 1 5.9 ２　主幹の職務

４級 48 12.7 ４級 3 17.7 ３　課長補佐の職務

(1) (12.5) ４　副主幹の職務

13 3.4 １　部長の職務

(4) (100.0) (3) (100.0) 2　理事の職務

379 100.0 17 100.0 区  分 　　　　　　　　技能労務職

(1) (25.0) １級 主事の職務

3 17.7 ２級 主任の職務

(7) (87.5) (3) (75.0) ３級 主査の職務

67 18.6 11 64.8 ４級 統括主査の職務

３級 66 18.3 ３級 0 0.0 

４級 50 13.8 ４級 3 17.6 

(1) (12.5)

12 3.3 

(8) (100.0) (4) (100.0)

361 100.0 17 100.0 

区  分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

平均給料月額（円） 331,762 315,425

平均給与月額（円） 418,808 375,049

平均年齢（歳） 43.5 56.4

平均給料月額（円） 325,497 310,000

平均給与月額（円） 428,435 368,589

平均年齢（歳） 43.6 55.9

国の制度　 

一 般 行 政 職　（円）

高 校 卒 188,000 149,600 188,000

大 学 卒 225,500 -
230,000（総合職）
220,000（一般職）

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 　　　　　　　　一般行政職

令和６年11月１日現在

令和６年１月１日現在

区    分 一 般 行 政 職　(円） 技 能 労 務 職　（円）

区　分

１級 183 48.3 １級

３級

２級 ２級

４級

５級

５級

計 計

１級 166 46.0 １級

２級 ２級

５級

計 計

令和６年11月１日現在

令和６年１月１日現在
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エ  期末手当・勤勉手当 　( )内は、再任用職員

オ  定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分

支給率等

国の制度

（支給率等）

カ  地域手当（令和６年11月１日現在）

キ  特殊勤務手当

訪問指導手当、感染症防疫作業手当

ク  その他の手当

市  6,000円 国

市 国

市 国

市 国

※市においては，５級職員に対して，扶養手当不支給

市 最高支給限度額  55,000円 国 最高支給限度額  55,000円

市 2,600円～11,000円 国 2,000円～31,600円

支　給　期　別　支　給　率

６月（月分） １２月（月分） ３月（月分）

(1.225) (1.325) (2.550) （無）

2.325 2.525 4.850 有

(1.225) (1.225) (2.450) （無）

2.325 2.325 4.650 有

(1.175) (1.275) (2.450) （有）

2.250 2.350 4.600 有

２０年勤続の者（月分） ２５年勤続の者（月分） ３５年勤続の者（月分） 最高限度（月分） その他の加算措置等

23.00 30.50 43.00 43.00 -

支給対象地域 支給率（%） 支給対象職員数（人）
国の指定基準に基づく

支給率（%）

東京都狛江市 16.0 451 16.0

代　表　的　な　職　種

一般行政職 技能労務職

給与総額に対する比率（％） 0.01 0.01 -

支給対象職員の比率（％）

（令和６年11月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称

区　　分 国の制度との異同 差　異　の　内　容

配偶者  6,500円

（技能労務職除く４級職員　3,000円）

子  9,000円 10,000円

特定期間にある子 （加算）  4,000円  5,000円

その他  6,000円  6,500円

（技能労務職除く４級職員　3,000円）

最高支給限度額
28,000円
（借家・借間に居住する者）

交通機関利用

交通用具利用

区　分 支給率計（月分）
職制上の段階，職務の級

等による加算措置

補正後 ―

補正前 ―

国の制度 ―

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

（２%～45%加算）

区　　　　分 全　職　種

5.54 6.60 -

住居手当 異なる

世帯主及びこれに準ずる者
（月額15,000円以上の家賃
を支払っている35歳未満の
職員）

市 15,000円 国

通勤手当 異なる

扶養手当 異なる
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国都支出金 地 方 債 そ の 他

６７，３６２ 令和７年度まで 67,362 60,600 6,762

３０，０００ 令和７年度まで 30,000 30,000

７５，０００ 令和７年度まで 75,000 75,000

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書 (補  正)

令和５年度末までの支出額 令和７年度以降の支出予定額 左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　定　　　財　　　源

緑 野 小 学 校 放 課 後
子 ど も 教 室 整 備 事 業

市 民 セ ン タ ー 初 度 備 品
（ 公 民 館 事 業 ）

市 民 セ ン タ ー 初 度 備 品
（ 図 書 館 事 業 ）

事　　　　　　　　項 限　 度　 額
期　 間 金　 額 期　 間 金　 額 一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円千円

千円千円

千円千円

千円千円
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当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額

 １．普 通 債 ８，０６９，８８２ ７，８８８，２６１ ８６７，７００ ６５５，１７３ ８，１００，７８８

４８８，０２６ ４５２，８０５ ２３，５００ ３５，４０６ ４４０，８９９

１，８１６，６４１ １，７２５，１３６ １２１，４００ ９１，７４５ １，７５４，７９１

４０２，８２１ ３７４，３１２ ３０，３０６ ３４４，００６

１，４２６，４８２ １，４５２，５０６ ３６９，５００ １３５，４８８ １，６８６，５１８

２５１，４１８ ２２２，７３１ １１，５００ ２８，７０６ ２０５，５２５

３，６８４，４９４ ３，６６０，７７１ ３４１，８００ ３３３，５２２ ３，６６９，０４９

 ２．減 税 補 て ん 債 ９１，７２３ ５４，７４５ ２５，７９８ ２８，９４７

 ３．臨 時 財 政 対 策 債 ９，６１３，２７２ ８，７９６，５２３ ８１８，５２７ ７，９７７，９９６

 ４．減 収 補 て ん 債 ３１，０１１ ３１，０１１ １，８１６ ２９，１９５

１７，８０５，８８８ １６，７７０，５４０ ８６７，７００ １，５０１，３１４ １６，１３６，９２６

地　方　債　の　前　前　年　度　末　に　お　け　る　現　在　高　並　び　に　前　年　度　末　及　び

当　該　年　度　末　に　お　け　る　現　在　高　の　見　込　み　に　関　す　る　調　書 （ 補 正 ）

当　該　年　度　中　増　減　見　込　み

(1)　 総 　務 　債

(2) 　民 　生 　債

(3) 　衛 　生 　債

(4) 　土 　木 　債

(5) 　消 　防 　債

(6) 　教 　育 　債

合　　　　　　計

※当該年度中起債見込額には、前年度からの繰越事業に伴う起債見込額（未収入特定財源）を含む。

区　　　　　　分 前 前 年 度 末 現 在 高 前 年 度 末 現 在 高 当該年度末現在高見込額

千円 千円 千円 千円 千円
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議案第 47 号

令和６年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。
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議 案 第 ４７ 号 別 紙

令　和　６　年　度

狛 江 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第２号)
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　令和６年度狛江市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ７，５５１，４５３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第一表　歳入歳出予算補正」による。

令和 ６ 年 １１ 月 ２５ 日 提出

狛 江 市 長

松　原　　俊　雄

令和６年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
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第一 算

,829 4,000 1

補

,110,829

正

歳 　 　 入 　

歳

　 合 　 　 計 7,547

　

,453 4,000 7

　

,551,453

歳　

入

　出

款 項 補正前の額 (千円) 補 正 額 (千円) 計 (千円)

表

６. 諸 支 出 金 144,127 4,000 148,127

１. 償 還 金 及 び 還 付 金 123,504 4

款

,000 127,50

項

4

歳 　

補

　 出 　 　 合 　 　 計 7,

正

547,453 4,0

前

00 7,551,45

　

の

3

額 (千円) 補 正 額 (

　

千円) 計 (千円)

歳

４. 繰 入 金

入

1,106,829 4

歳

,000 1,110,

出

829

予

１. 繰 入 金 1,106
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狛 江 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第２号)

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書
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１．

）

51,453

　（歳　出）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

総

６. 諸 支 出 金 144,127 4,000 148,127 0 0

款

0 0 4,000

補

歳

正

出 合 計 7,547,4

前

53 4,000 7,5

の

51,453 0 0 0 0

額

4,000

補

　

正 額 計

千円 千円 千円

括

４. 繰 入 金 1

　

,106,829 4,

（

000 1,110,8

歳

29

歳

　

入 合 計 7,547,4

入

53 4,000 7,5
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２．

.

0 1,110,829

 

７. その他一般会計 4

繰

,000 １．その他一

入

般会計繰入金

金

繰 入 金

(

計 1

項

,106,829 4,

)

000 1,110,8

　

29

１

歳

. 繰入金

　入

目 補正前の額 補

(

正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

款

千円 千円 千円 千円 千円

)

１.

　

一般会計繰入金 1,1

４

06,829 4,00
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３．

．

出 金 地 方 債 そ の 他
千円

諸

千円 千円 千円 千円 千円

支

千円 千円 千円 千円

出金

１. 一 般 117,5

　

61 4,000 121

　

,561 4,000

（

22. 償 還 金 、 4,0

項

00

）

被 保 険 者 １

歳

　

．一般被保険者償還金

１

及び還付 

利 子 及 び

．

4,000

償

償

還

還金及び 4,000  

金

   金

割 引 料

及び

還 付 金 〔納税課〕

4

還

,000

付

償還金

　

金

、利子及び割引料

　　

    過年度還付金及び還付加算 

    金

計 123,504 4,000 127,504 4,000

出

（款

目 補正前の額 補 正 額

）

計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

　

説 明特 定 財 源
一 般 財 源

６

区 分 金 額
国 支 出 金 都 支
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議案第 48 号

令和６年度狛江市下水道事業会計補正予算（第１号）

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

下水道事業会計予算を補正する必要が生じたため。
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議 案 第 ４８ 号 別 紙

令　和　６　年　度

狛 江 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第１号)
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令和６年度 狛江市下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和６年度狛江市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第２条 令和６年度狛江市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（事項） （既決予定額） （補正予定額） （計）

（４）主要な建設改良事業

イ 管路整備事業 291,544千円 △161,990千円 129,554千円

（収益的支出の補正）

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支 出

第１款 下水道事業費用 1,353,886千円 7,914千円 1,361,800千円

第１項 営業費用 1,304,346千円 7,914千円 1,312,260千円

（資本的収入及び支出の補正）

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。また、予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１６０，４００千円は、減債積立金９２,６６８千円、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１１,９６２千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６,２７４千円、過年度分損益勘定留保資金２９,４９６千円で
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補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１６３，７０２千円は、減債積立金１５２，０００千

円、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１,７０２千円で補てんするものとする。」に改める。

（科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資本的収入 422,801千円 △165,292千円 257,509千円

第１項 企業債 160,580千円 △19,680千円 140,900千円

第３項 負担金等 40,511千円 △36,590千円 3,921千円

第６項 国庫補助金 100,103千円 △70,398千円 29,705千円

第７項 都補助金 38,331千円 △35,199千円 3,132千円

第８項 他会計補助金 83,275千円 △3,425千円 79,850千円

（科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支 出

第１款 資本的支出 583,201千円 △161,990千円 421,211千円

第１項 建設改良費 291,544千円 △161,990千円 129,554千円

（企業債の補正）

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的 既決限度額 補正限度額 計

公共下水道債 103,580 千円 △19,680 千円 83,900 千円

計 160,580 千円 △19,680 千円 140,900 千円
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第６条 予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費について次のとおり補正する。

（科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

(１) 職員給与費 84,150千円 6,971千円 91,121千円

（他会計からの補助金の補正）

第７条 予算第10条に定めた建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため他会計からの補助を受ける額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額） （計）

83,275千円 △3,425千円 79,850千円

令和６年11月25日提出

狛江市長 松原 俊雄
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狛江市下水道事業会計補正予算（第１号）に関する説明書
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備            考

1 下水道事業費用 1,353,886 7,914 1,361,800

1 営業費用 1,304,346 7,914 1,312,260

4 総係費 216,908 7,914 224,822

令和６年度狛江市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出
支　　　出

款 項 目
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備            考

1 資本的収入 422,801 △ 165,292 257,509

1 企業債 160,580 △ 19,680 140,900

1 建設改良企業債 160,580 △ 19,680 140,900

3 負担金等 40,511 △ 36,590 3,921

1 工事負担金 40,511 △ 36,590 3,921

6 国庫補助金 100,103 △ 70,398 29,705

2 国庫補助金 100,103 △ 70,398 29,705

7 都補助金 38,331 △ 35,199 3,132

1 都補助金 38,331 △ 35,199 3,132

8 他会計補助金 83,275 △ 3,425 79,850

1 他会計補助金 83,275 △ 3,425 79,850

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備            考

1 資本的支出 583,201 △ 161,990 421,211

1 建設改良費 291,544 △ 161,990 129,554

1 管路建設改良費 291,544 △ 161,990 129,554

資本的収入及び支出
収　　　入

款 項 目

支　　　出

款 項 目
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　当年度純利益 110,775

　減価償却費 262,595

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 1,628

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 583

　固定資産除却費 376

　受取利息及び配当金 △ 1

　長期前受金戻入 △ 224,844

　支払利息及び企業債取扱諸費 29,330

　未収金の増減額（△は増加） △ 73,038

　未払金の増減額（△は減少） 194,252

　その他流動負債の増減額（△は減少） 0

　小計 298,400

　利息及び配当金の受取額 1

　利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 29,330

　業務活動によるキャッシュ・フロー 269,071

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △ 118,804

　無形固定資産の取得による支出 △ 51,844

　国庫補助金等による収入 32,837

　一般会計等からの繰入金による収入 79,850

　負担金による収入 3,566

　寄附金による収入 1

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 54,394

令和６年度狛江市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）
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３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　建設改良目的企業債による収入 140,900

　建設改良目的企業債の償還による支出 △ 233,630

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 92,730

　資金増加額（又は減少額） 121,947

　資金期首残高 382,763

　資金期末残高 504,710
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( )内は、再任用職員 別掲 （単位：千円）

(1)

9

(1)

8

(0)

1

（職員手当の内訳）

区　分 地域手当 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当

補正後 7,141 1,399 1,657 180 3,149 0 681 0

補正前 6,648 1,620 1,657 0 2,840 0 568 0

比　較 493 △ 221 0 180 309 0 113 0 0

（２）  報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区　 分 増減額

1,185

927

給　 　与　 　費　　 明　 　細　 　書

（１）  総  括

給   与   費

報　　酬 給   料 職 員 手 当 計

（単位：千円）

期末勤勉手当
会計年度任用職員

期末勤勉手当
備   考

19,982 0

18,744 0

1,238

（単位：千円）

増 減 事 由 別 内 訳 説       明 備  考

給料改定に伴う増減分 630 給料改定に伴う増加分 630

その他の増減分 2,674 その他増加分 2,674

制度改正等に伴う増減分 1,185 制度改正等に伴う増加分

その他の増減分 927 その他増加分

区 分 職員数（人） 共済費 合    計

補正後 0 41,687 34,189 75,876 15,245 91,121

補正前 0 38,383 32,077 70,460 13,690 84,150

比  較 0 3,304 2,112 5,416 1,555 6,971

給 　料 3,304

職員手当 2,112
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（３）  給料及び職員手当の状況

ア  職員１人当たり給与

イ  初任給

ウ  級別職員数 級別の基準となる職務

区  分 　　　　　一般行政職

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％） １級 主事の職務

１級 1 11.1 １級 ２級 主任の職務

(1) (100.0) １　係長の職務

2 22.2 ２　主査の職務

３級 4 44.5 ３級 １　課長の職務

４級 2 22.2 ４級 ２　主幹の職務

５級 0.0 ３　課長補佐の職務

(1) (100.0) ４　副主幹の職務

9 100.0 １　部長の職務

１級 1 12.5 １級 2　理事の職務

(1) (100.0) 区  分 　　　　　技能労務職

2 25.0 １級 主事の職務

３級 3 37.5 ３級 ２級 主任の職務

４級 2 25.0 ４級 ３級 主査の職務

５級 0.0 ４級 統括主査の職務

(1) (100.0)

8 100.0 

区  分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

平均給料月額（円） 342,206 -

平均給与月額（円） 428,447 -

平均年齢（歳） 46.7 -

平均給料月額（円） 345,846 -

平均給与月額（円） 464,855 -

平均年齢（歳） 47.1 -

国の制度　 

一 般 行 政 職　（円）

高 校 卒 188,000 - 188,000

大 学 卒 225,500 -
230,000（総合職）
220,000（一般職）

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

令和６年11月１日現在

令和６年１月１日現在

区    分 一 般 行 政 職　(円） 技 能 労 務 職　（円）

区　分

２級 ２級 ３級

４級

計 計

５級

２級 ２級

計 計

令和６年11月１日現在

令和６年１月１日現在

-66-



エ  期末手当・勤勉手当 　( )内は、再任用職員

オ  定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分

支給率等

国の制度

（支給率等）

カ  地域手当（令和６年11月１日現在）

キ  特殊勤務手当

ク  その他の手当

市  6,000円 国

市 国

市 国

市 国

※市においては、５級職員に対して、扶養手当不支給

市 最高支給限度額  55,000円 国 最高支給限度額  55,000円

市 2,600円～11,000円 国 2,000円～31,600円

支　給　期　別　支　給　率

６月（月分） １２月（月分） ３月（月分）

(1.225) (1.325) (2.550) （無）

2.325 2.525 4.850 有

(1.225) (1.225) (2.450) （無）

2.325 2.325 4.650 有

(1.175) (1.275) (2.450) （有）

2.250 2.350 4.600 有

２０年勤続の者（月分） ２５年勤続の者（月分） ３５年勤続の者（月分） 最高限度（月分） その他の加算措置等

23.00 30.50 43.00 43.00 -

支給対象地域 支給率（%） 支給対象職員数（人）
国の指定基準に基づく

支給率（%）

東京都狛江市 16.0 10 16.0

代　表　的　な　職　種

一般行政職 技能労務職

給与総額に対する比率（％）

支給対象職員の比率（％）

（令和６年11月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称

区　　分 国の制度との異同 差　異　の　内　容

配偶者  6,500円

（技能労務職除く４級職員　3,000円）

子  9,000円 10,000円

特定期間にある子 （加算）  4,000円  5,000円

その他  6,000円  6,500円

（技能労務職除く４級職員　3,000円）

最高支給限度額28,000円
（借家・借間に居住する者）

交通機関利用

交通用具利用

区　分 支給率計（月分）
職制上の段階，職務の級等

による加算措置

補正後 ―

補正前 ―

国の制度 ―

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

（２%～45%加算）

区　　　　分 全　職　種

住居手当 異なる

世帯主及びこれに準ずる者
（月額15,000円以上の家賃
を支払っている35歳未満の
職員）

市 15,000円 国

通勤手当 異なる

扶養手当 異なる
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（単位：千円） （単位：千円）

資産の部 負債の部

１ ３

イ 48,217 （１） 3,312,260

ロ 6,553 3,312,260

0 6,553

ハ 10,408,780 ４

△ 1,110,318 9,298,462 （２） 223,393

ニ 170,055 （５） 448,594

△ 36,324 133,731 （９） 7,344

ホ 49 （10） 900

0 49 680,231

ヘ 82

△ 24 58 ５

チ 27,910 （１） 6,830,201

9,514,980 （２） △ 1,066,565

ニ 761,452 5,763,636

761,452 9,756,127

10,276,432

資本の部

２ 6 932,470

（１） 504,710

（２） 212,455 7

△ 1,108 211,347 （１）

（８） 96 イ 6,835

716,153 ロ 2,638

10,992,585 ニ 31,472

ホ 1

40,946

（２）

イ 267

ホ 262,775

263,042

303,988

1,236,458

10,992,585

令和６年度狛江市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和７年３月31日）

固 定 資 産 固 定 負 債

土 地 企 業 債

建 物 固 定 負 債 合 計

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物 流 動 負 債

減 価 償 却 累 計 額 企 業 債

機 械 及 び 装 置 未 払 金

減 価 償 却 累 計 額 引 当 金

車 両 運 搬 具 そ の 他 流 動 負 債

減 価 償 却 累 計 額 流 動 負 債 合 計

工 具 、 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額 繰 延 収 益

建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金

有 形 固 定 資 産 合 計 長期前受金収益化累計額

施 設 利 用 権 繰 延 収 益 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計 負 債 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産 資 本 金

現 金 預 金

未 収 金 剰 余 金

貸 倒 引 当 金 資 本 剰 余 金

前 払 金 国 庫 補 助 金

流 動 資 産 合 計 都 補 助 金

資 産 合 計 受 贈 財 産 評 価 額

寄 附 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計
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注記

Ⅰ．重要な会計方針

狛江市下水道事業会計については、令和２年度より地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）を適用し、地方公

営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

１ 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 50 年

構築物 50 年

機械及び装置 10～30 年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ６年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45 年

２ 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当組合負担金として計上しているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、
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当年度の負担に属する額（12 月から３月までの４か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

３ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

Ⅱ．予定貸借対照表等

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

令和６年度貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定

のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる金額は 2,618,186 千円である。

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産

１ リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則（昭和 27 年総理府令第 73 号）第 55 条に規定するリース会計に係る特例を適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

２ 令和６年度の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内 1,030,656 円

１年超 3,692,458 円

計 4,723,114 円
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Ⅳ．その他の注記

１ 賞与引当金の取崩し

(1)令和６年度の予定（令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで）

令和６年度において、職員の期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費として、賞与引当金及び法定

福利費引当金 7,269 千円を取り崩した。

Ⅴ．セグメント情報に関する注記

狛江市下水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため記載を省略している。
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狛江市下水道事業会計補正予算（第１号）に関する参考資料
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 1,353,886 7,914 1,361,800

1 1,304,346 7,914 1,312,260

4 216,908 7,914 224,822

1 給料 29,793 3,304 33,097 給料 3,304

2 手当 20,076 1,805 21,881 職員手当等 1,805

3 賞与引当金繰入額 4,823 307 5,130 賞与引当金繰入額 307

6 法定福利費 9,580 1,468 11,048 法定福利費 1,468

7 法定福利費引当金繰入額 895 87 982 法定福利費引当金繰入額 87

30 負担金 6,586 943 7,529 退職手当組合負担金 943

令和６年度狛江市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書

収益的支出

款項目 節 備            考

下水道事業費用

営業費用

総係費
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（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 422,801 △ 165,292 257,509

1 160,580 △ 19,680 140,900

1 160,580 △ 19,680 140,900

1 建設改良企業債 160,580 △ 19,680 140,900 公共下水道整備事業債 △ 19,680

3 40,511 △ 36,590 3,921

1 40,511 △ 36,590 3,921

1 工事負担金 40,511 △ 36,590 3,921 根川雨水幹線整備負担金 △ 36,590

6 100,103 △ 70,398 29,705

2 100,103 △ 70,398 29,705

1 社会資本整備総合交付金 100,103 △ 70,398 29,705 社会資本整備総合交付金 △ 70,398

7 38,331 △ 35,199 3,132

1 38,331 △ 35,199 3,132

1 市町村下水道事業補助金 38,331 △ 35,199 3,132 市町村下水道事業補助金 △ 35,199

8 83,275 △ 3,425 79,850

1 83,275 △ 3,425 79,850

1 他会計補助金 83,275 △ 3,425 79,850 その他他会計補助金 △ 3,425

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 583,201 △ 161,990 421,211

1 291,544 △ 161,990 129,554

1 291,544 △ 161,990 129,554

17 委託料 208,692 △ 161,990 46,702 都市計画道路３・４・２号線（水道道路）管渠詳細設計業務委託 △ 17,787

根川排水区浸水対策事業詳細設計業務委託 △ 144,203

資本的収入及び支出

収入

款項目 節 備            考

資本的収入

企業債

建設改良企業債

負担金等

工事負担金

国庫補助金

国庫補助金

都補助金

都補助金

他会計補助金

他会計補助金

支出

款項目 節 備            考

資本的支出

建設改良費

管路建設改良費
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議案第 49 号

狛江市下水道事業の設置等に関する条例及び狛江市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市下水道事業の設置等に関する条例及び狛江市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

（狛江市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第１条 狛江市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第39号）の一部を次のように改正する。

（狛江市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正）

第２条 狛江市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年条例第19号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除）

第７条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第

67号）第243条の２の９第８項の規定により、下水道事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除は、議会の同意を得なければ

ならない。

第７条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第

67号）第243条の２の８第８項の規定により、下水道事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除は、議会の同意を得なければ

ならない。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第243条の２の８第１項の規定に基づき、市長、委員会の

委員若しくは委員又は職員（法第243条の２の９第３項の規定に

よる賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」とい

う。）の市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠償責

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第243条の２の７第１項の規定に基づき、市長、委員会の

委員若しくは委員又は職員（法第243条の２の８第３項の規定に

よる賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」とい

う。）の市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠償責
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付 則

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日から施行する。

提案理由

地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）の公布に伴い、所要の改正を行うため。

改 正 後 改 正 前

任」という。）の一部免責に関し必要な事項を定めるものとす

る。

任」という。）の一部免責に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（法第243条の２の８第１項の条例で定める額） （法第243条の２の７第１項の条例で定める額）

第３条 法第243条の２の８第１項の規定により条例で定める額

は、同項に規定する損害賠償責任の原因となった行為を行った

日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給される

べき同法第203条の２第１項若しくは第４項又は同法第204条第

１項若しくは同条第２項の規定による給与（扶養手当、住居手

当又は通勤手当が支給されている場合には、これらの手当を除

く。）の一会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法

施行規則（昭和22年内務省令第29号）第13条の２の規定により

算定される額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該

各号に定める数を乗じて得た額とする。

第３条 法第243条の２の７第１項の規定により条例で定める額

は、同項に規定する損害賠償責任の原因となった行為を行った

日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給される

べき同法第203条の２第１項若しくは第４項又は同法第204条第

１項若しくは同条第２項の規定による給与（扶養手当、住居手

当又は通勤手当が支給されている場合には、これらの手当を除

く。）の一会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法

施行規則（昭和22年内務省令第29号）第13条の２の規定により

算定される額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該

各号に定める数を乗じて得た額とする。

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）
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議案第 50 号

狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（令和４年条例第32号）の一部を次のよ

うに改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

実

施

機

関

事務

（略）

市

長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和25年

法律第144号）の規定による保護に準ずる措置に関す

る事務であって規則で定めるもの

市

長

狛江市心身障害者福祉手当条例（昭和45年条例第35

号）による心身障害者福祉手当の支給に関する事務で

実

施

機

関

事務

（略）

市

長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和25年

法律第144号）の規定による保護に準ずる措置に関す

る事務であって規則で定めるもの
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改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

あって規則で定めるもの

市

長

心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和49年東

京都条例第20号）による医療費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの

市

長

障がい者の外出を支援するための金銭給付に関する事

務であって規則で定めるもの

市

長

障がい者グループホームの家賃助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

実

施

機

関

事務 特定個人情報

（略）

市

長

狛江市高校生等の医療費の助成に関す

る条例による高校生等の医療費の助成

に関する事務であって規則で定めるも

の

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

実

施

機

関

事務 特定個人情報

（略）

市

長

狛江市高校生等の医療費の助成に関す

る条例による高校生等の医療費の助成

に関する事務であって規則で定めるも

の

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定
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改 正 後 改 正 前

めるもの

市

長

狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例によるひとり親家庭等の

医療費の助成に関する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

児童扶養手当

関係情報であ

って規則で定

めるもの

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

めるもの

戸籍関係情報

であって規則

で定めるもの

市

長

狛江市児童育成手当条例による児童育

成手当の支給に関する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

児童扶養手当

関係情報であ

めるもの

市

長

狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例によるひとり親家庭等の

医療費の助成に関する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

児童扶養手当

関係情報であ

って規則で定

めるもの

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

めるもの

市

長

狛江市児童育成手当条例による児童育

成手当の支給に関する事務であって規

則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

児童扶養手当

関係情報であ
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改 正 後 改 正 前

って規則で定

めるもの

戸籍関係情報

であって規則

で定めるもの

市

長

東京都重度心身障害者手当条例（昭和

48年東京都条例第68号）による重度心

身障害者手当の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

市

長

障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行細則（平

成18年東京都規則第12号）による精神

通院医療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

めるもの

市

長

生活に困窮する外国人に対する生活保

護法の規定による保護に準ずる措置に

関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

めるもの

失業等給付関

って規則で定

めるもの

市

長

東京都重度心身障害者手当条例（昭和

48年東京都条例第68号）による重度心

身障害者手当の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

市

長

障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行細則（平

成18年東京都規則第12号）による精神

通院医療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

市

長

生活に困窮する外国人に対する生活保

護法の規定による保護に準ずる措置に

関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

めるもの

失業等給付関
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改 正 後 改 正 前

係情報であっ

て規則で定め

るもの

職業訓練受講

給付金支給関

係情報であっ

て規則で定め

るもの

小児慢性特定

疾病医療費支

給関係情報で

あって規則で

定めるもの

療育給付支給

関係情報であ

って規則で定

めるもの

障害児入所給

付費支給関係

情報であって

規則で定める

もの

母子及び父子

係情報であっ

て規則で定め

るもの

職業訓練受講

給付金支給関

係情報であっ

て規則で定め

るもの

小児慢性特定

疾病医療費支

給関係情報で

あって規則で

定めるもの

療育給付支給

関係情報であ

って規則で定

めるもの

障害児入所給

付費支給関係

情報であって

規則で定める

もの

母子及び父子
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改 正 後 改 正 前

並びに寡婦福

祉法（昭和39

年 法 律 第 129

号）に基づく

資金貸付等関

係情報であっ

て規則で定め

るもの

自立支援給付

支給関係情報

であって規則

で定めるもの

特定医療費支

給関係情報で

あって規則で

定めるもの

生活保護関係

情報であって

規則で定める

もの

児童扶養手当

関係情報であ

って規則で定

めるもの

並びに寡婦福

祉法（昭和39

年 法 律 第 129

号）に基づく

資金貸付等関

係情報であっ

て規則で定め

るもの

自立支援給付

支給関係情報

であって規則

で定めるもの

特定医療費支

給関係情報で

あって規則で

定めるもの

生活保護関係

情報であって

規則で定める

もの

児童扶養手当

関係情報であ

って規則で定

めるもの
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改 正 後 改 正 前

特別児童扶養

手当関係情報

であって規則

で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

養育医療給付

等関係情報で

あって規則で

定めるもの

児童手当関係

情報であって

規則で定める

もの

介護保険給付

等関係情報で

あって規則で

定めるもの

年金給付関係

情報であって

規則で定める

特別児童扶養

手当関係情報

であって規則

で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

養育医療給付

等関係情報で

あって規則で

定めるもの

児童手当関係

情報であって

規則で定める

もの

介護保険給付

等関係情報で

あって規則で

定めるもの

年金給付関係

情報であって

規則で定める
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改 正 後 改 正 前

もの

特別障害給付

金関係情報で

あって規則で

定めるもの

特別支援学校

への就学奨励

に関する法律

（昭和29年法

律 第 144 号 ）

に基づく経費

支弁関係情報

であって規則

で定めるもの

学校保健安全

法（昭和33年

法律第56号）

に基づく援助

実施関係情報

であって規則

で定めるもの

休業補償等支

給関係情報で

あって規則で

もの

特別障害給付

金関係情報で

あって規則で

定めるもの

特別支援学校

への就学奨励

に関する法律

（昭和29年法

律 第 144 号 ）

に基づく経費

支弁関係情報

であって規則

で定めるもの

学校保健安全

法（昭和33年

法律第56号）

に基づく援助

実施関係情報

であって規則

で定めるもの

休業補償等支

給関係情報で

あって規則で
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改 正 後 改 正 前

定めるもの

中国残留邦人

等支援給付等

関係情報であ

って規則で定

めるもの

市

長

狛江市心身障害者福祉手当条例による

心身障害者福祉手当の支給に関する事

務であって規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

身体障害者手

帳関係情報で

あって規則で

定めるもの

療育手帳関係

情報であって

規則で定める

もの

公的給付支給

等口座登録簿

関係情報であ

って規則で定

めるもの

定めるもの

中国残留邦人

等支援給付等

関係情報であ

って規則で定

めるもの
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改 正 後 改 正 前

市

長

心身障害者の医療費の助成に関する条

例による医療費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

医療保険給付

関係情報であ

って規則で定

めるもの

身体障害者手

帳関係情報で

あって規則で

定めるもの

療育手帳関係

情報であって

規則で定める

もの

精神障害者保

健福祉手帳関

係情報であっ

て規則で定め

るもの

公的給付支給

等口座登録簿
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改 正 後 改 正 前

関係情報であ

って規則で定

めるもの

市

長

障がい者の外出を支援するための金銭

給付に関する事務であって規則で定め

るもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

身体障害者手

帳関係情報で

あって規則で

定めるもの

療育手帳関係

情報であって

規則で定める

もの

公的給付支給

等口座登録簿

関係情報であ

って規則で定

めるもの
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改 正 後 改 正 前

市

長

障害者グループホームの家賃助成に関

する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情

報であって規

則で定めるも

の

年金給付関係

情報であって

規則で定める

もの

公的給付支給

等口座登録簿

関係情報であ

って規則で定

めるもの

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

個人番号を利用する事務を追加すること等に伴い、所要の改正を行うため。
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議案第 51 号

狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び狛江市職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び狛江市職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例

（狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第１条 狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和２年条例第28号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与に関する特例） （給与に関する特例）

第８条 第３条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

（以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用

する。

第８条 第３条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

（以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用

する。

号給 給料月額

（略）

１ 383,500

２ 432,200

３ 483,700

４ 551,500

号給 給料月額

（略）

１ 373,200

２ 420,600

３ 470,700

４ 536,700
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２～４ （略） ２～４ （略）

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等）

第９条 （略） 第９条 （略）

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条及び第18条第２項の

規定の適用については、給与条例第２条中「扶養手当、通勤手

当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日

給、夜勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当

及び勤勉手当」とあるのは「通勤手当、地域手当、特殊勤務手

当、期末手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18

条第２項中「100分の125.0」とあるのは「100分の182.5」とす

る。

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条及び第18条第２項の

規定の適用については、給与条例第２条中「扶養手当、通勤手

当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日

給、夜勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当

及び勤勉手当」とあるのは「通勤手当、地域手当、特殊勤務手

当、期末手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18

条第２項中「100分の120.0」とあるのは「100分の175.0」とす

る。

３ （略） ３ （略）

５ 626,100

６ 712,400

７ 789,000

５ 609,300

６ 693,300

７ 780,000
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（狛江市職員の給料等に関する条例の一部改正）

第２条 狛江市職員の給料等に関する条例（昭和26年条例第２号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当） （期末手当）

第18条 （略） 第18条 （略）

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在。この条において同じ。）において職

員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域

手当の月額の合計額に、別表第２に該当する職員の給料月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に掲げる区分に

応じた割合を乗じて得た額を加算した額（以下「給与月額」と

いう。）を基礎額として、100分の125.0を乗じた額に基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて任

命権者が定める割合を乗じた額とする。

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在。この条において同じ。）において職

員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域

手当の月額の合計額に、別表第２に該当する職員の給料月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に掲げる区分に

応じた割合を乗じて得た額を加算した額（以下「給与月額」と

いう。）を基礎額として、100分の120.0を乗じた額に基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて任

命権者が定める割合を乗じた額とする。

３ 前項の規定にかかわらず、別表第１の適用を受ける職員のう

ちその属する職務の級が４級である職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「100分の125.0」とあるのは「100分

の105.0」とし、同表の適用を受ける職員のうちその属する職

務の級が５級である職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の125.0」とあるのは「100分の95.0」とす

る。

３ 前項の規定にかかわらず、別表第１の適用を受ける職員のう

ちその属する職務の級が４級である職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「100分の120.0」とあるのは「100分

の100.0」とし、同表の適用を受ける職員のうちその属する職

務の級が５級である職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の120.0」とあるのは「100分の90.0」とす

る。

４ 前２項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に

対する第２項の規定の適用については、同項中「100分の

125.0」とあるのは「100分の70.0」とする。ただし、別表第１

の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員のうちその属する

職務の級が４級以上である職員に対する第２項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の 125.0」とあるのは「100分の

４ 前２項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に

対する第２項の規定の適用については、同項中「100分の

120.0」とあるのは「100分の67.5」とする。ただし、別表第１

の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員のうちその属する

職務の級が４級以上である職員に対する第２項の規定の適用に

ついては、同項中「 100分の 120.0」とあるのは「100分の

-91-



60.0」として適用し、前項の規定を適用しない。 57.5」として適用し、前項の規定を適用しない。

（勤勉手当） （勤勉手当）

第18条の４ （略） 第18条の４ （略）

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。この条において同

じ。）において受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額に、別表第２に該当する職員の同表に掲げる区

分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額を基礎額として市

長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支

給する勤勉手当の総額は、前項の職員がそれぞれ基準日現在に

おいて受けるべき給与月額に、100分の117.5を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。この条において同

じ。）において受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額に、別表第２に該当する職員の同表に掲げる区

分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額を基礎額として市

長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支

給する勤勉手当の総額は、前項の職員がそれぞれ基準日現在に

おいて受けるべき給与月額に、100分の112.5を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。

３ 前項の規定にかかわらず、別表第１の適用を受ける職員のう

ちその属する職務の級が４級である職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分

の137.5」とし、同表の適用を受ける職員のうちその属する職

務の級が５級である職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の147.5」とす

る。

３ 前項の規定にかかわらず、別表第１の適用を受ける職員のう

ちその属する職務の級が４級である職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分

の132.5」とし、同表の適用を受ける職員のうちその属する職

務の級が５級である職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の142.5」とす

る。

４ 前２項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に

対する第２項の規定の適用については、同項中「100分の

117.5」とあるのは「100分の57.5」とする。ただし、別表第１

の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員のうちその属する

職務の級が４級以上である職員に対する第２項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の 117.5」とあるのは「100分の

67.5」として適用し、前項の規定を適用しない。

４ 前２項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に

対する第２項の規定の適用については、同項中「100分の

112.5」とあるのは「100分の55.0」とする。ただし、別表第１

の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員のうちその属する

職務の級が４級以上である職員に対する第２項の規定の適用に

ついては、同項中「 100分の 112.5」とあるのは「100分の

65.0」として適用し、前項の規定を適用しない。
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５ （略） ５ （略）

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

職員の区

分

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
給料月

額

給料月

額

給料月

額

給料月

額

給料月

額

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員 以 外 の

職員

円 円 円 円 円

１ 184,100 235,800 254,800 303,400 502,700

２ 185,000 237,000 256,200 305,400 517,900

３ 186,000 238,200 257,600 307,400 526,900

４ 187,000 239,400 259,000 309,300 535,900

５ 188,000 240,600 260,500 311,200

６ 189,000 241,800 261,900 313,100

７ 190,100 243,000 263,300 315,200

８ 191,200 244,200 264,700 317,200

９ 192,300 245,400 266,200 319,100

10 193,400 246,600 267,600 321,100

職員の区

分

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
給料月

額

給料月

額

給料月

額

給料月

額

給料月

額

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員 以 外 の

職員

円 円 円 円 円

１ 156,200 210,100 233,800 289,700 495,000

２ 157,100 211,800 235,500 292,000 509,900

３ 158,100 213,400 237,200 294,300 518,800

４ 159,100 215,100 238,900 296,500 527,700

５ 160,100 216,700 240,700 298,700

６ 161,100 218,300 242,400 300,900

７ 162,100 219,900 244,100 303,100

８ 163,100 221,600 245,900 305,400

９ 164,000 223,300 247,700 307,700

10 164,900 224,900 249,500 310,000
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11 194,500 247,800 269,100 323,100

12 195,700 249,100 270,700 325,100

13 196,900 250,400 272,300 327,100

14 198,100 251,700 274,000 329,200

15 199,400 252,900 275,700 331,300

16 200,700 254,300 277,400 333,300

17 202,100 255,800 279,200 335,400

18 204,200 257,200 281,200 337,500

19 206,300 258,400 283,100 339,700

20 208,500 259,800 285,100 341,900

21 210,700 261,300 287,000 344,100

22 212,500 262,700 289,000 346,600

23 214,300 264,000 291,000 349,100

24 216,100 265,400 292,900 351,600

25 217,900 266,900 294,800 354,100

26 219,800 268,500 296,800 356,600

11 165,900 226,600 251,300 312,300

12 166,900 228,300 253,100 314,600

13 167,900 230,100 255,000 316,900

14 169,100 231,800 257,100 319,300

15 170,300 233,400 259,200 321,700

16 171,500 235,100 261,200 324,000

17 172,800 236,900 263,300 326,400

18 174,900 238,600 265,400 328,900

19 177,000 240,200 267,600 331,500

20 179,200 241,900 269,800 334,000

21 181,400 243,700 272,000 336,500

22 183,200 245,400 274,200 339,200

23 185,000 247,000 276,300 341,900

24 186,800 248,700 278,500 344,600

25 188,600 250,600 280,700 347,300

26 190,500 252,500 282,900 350,000
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27 221,700 270,000 298,800 359,100

28 223,600 271,500 300,700 361,900

29 225,500 273,100 302,600 364,600

30 226,800 275,100 304,600 367,600

31 228,200 277,000 306,600 370,500

32 229,600 279,000 308,500 373,400

33 231,200 280,900 310,400 376,400

34 232,400 282,500 312,300 379,200

35 233,500 284,100 314,400 381,900

36 234,600 285,600 316,400 384,600

37 235,700 286,900 318,300 387,100

38 236,700 288,200 320,300 389,600

39 237,800 289,500 322,200 391,900

40 238,900 290,900 324,200 394,300

41 240,100 292,300 326,200 396,700

42 241,100 293,700 328,100 399,000

27 192,400 254,300 285,100 352,700

28 194,300 256,100 287,300 355,500

29 196,200 258,000 289,400 358,200

30 198,100 260,100 291,600 361,200

31 200,100 262,100 293,800 364,100

32 202,100 264,200 296,000 367,000

33 204,300 266,200 298,200 370,000

34 206,100 268,000 300,400 372,800

35 207,800 269,800 302,600 375,500

36 209,500 271,600 304,800 378,200

37 211,200 273,300 307,000 380,700

38 212,800 274,900 309,300 383,200

39 214,300 276,600 311,600 385,500

40 215,800 278,400 313,900 387,900

41 217,300 280,100 316,200 390,300

42 218,800 281,800 318,500 392,600
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43 242,200 295,000 330,100 401,300

44 243,300 296,300 332,100 403,600

45 244,500 297,600 334,100 406,000

46 245,500 298,900 336,100 408,300

47 246,600 300,200 338,100 410,500

48 247,700 301,500 340,100 412,700

49 248,900 302,800 342,200 415,000

50 250,000 304,100 344,700 417,300

51 251,100 305,400 347,200 419,500

52 252,100 306,700 349,700 421,700

53 253,200 308,000 352,200 423,700

54 254,200 309,300 354,500 425,600

55 255,300 310,600 356,700 427,600

56 256,400 311,800 358,800 429,500

57 257,500 313,100 360,800 431,300

58 258,500 314,300 362,800 433,100

43 220,300 283,400 320,900 394,900

44 221,800 285,100 323,200 397,200

45 223,300 286,800 325,600 399,600

46 224,800 288,500 328,000 401,900

47 226,300 290,100 330,400 404,100

48 227,800 291,800 332,900 406,300

49 229,300 293,500 335,400 408,600

50 230,800 295,100 338,100 410,900

51 232,300 296,800 340,800 413,100

52 233,800 298,500 343,500 415,300

53 235,200 300,200 346,200 417,300

54 236,700 301,900 348,800 419,200

55 238,200 303,600 351,300 421,200

56 239,700 305,200 353,700 423,100

57 241,100 306,800 356,000 424,900

58 242,500 308,400 358,200 426,700
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59 259,600 315,500 364,700 434,800

60 260,700 316,800 366,500 436,600

61 261,800 318,100 368,400 438,400

62 262,800 319,400 370,300 439,900

63 263,900 320,600 372,200 441,000

64 265,000 321,900 374,000 441,900

65 266,100 323,100 375,800 442,800

66 267,100 324,300 377,500 443,600

67 268,200 325,500 379,100 444,300

68 269,300 326,800 380,500 445,000

69 270,300 328,000 382,000 445,700

70 271,300 329,200 383,000 446,400

71 272,400 330,400 383,900 447,100

72 273,400 331,600 384,700 447,800

73 274,500 332,900 385,500 448,500

74 275,500 334,000 386,300 449,200

59 244,000 310,000 360,300 428,400

60 245,500 311,600 362,300 430,200

61 247,000 313,200 364,200 432,000

62 248,400 314,800 366,200 433,500

63 249,900 316,400 368,100 434,600

64 251,400 318,000 369,900 435,500

65 252,900 319,500 371,700 436,400

66 254,400 321,100 373,400 437,200

67 255,900 322,600 375,000 437,900

68 257,300 324,200 376,500 438,600

69 258,800 325,700 378,000 439,300

70 260,300 327,100 379,000 440,000

71 261,700 328,400 380,100 440,700

72 263,100 329,800 381,000 441,400

73 264,600 331,200 381,900 442,100

74 266,000 332,600 382,700 442,800

-97-



75 276,600 335,200 387,000 449,900

76 277,600 336,300 387,700 450,500

77 278,700 337,500 388,500 451,100

78 279,700 338,600 389,200 451,800

79 280,700 339,600 389,900 452,400

80 281,800 340,500 390,600 453,000

81 282,900 341,300 391,300 453,600

82 283,900 342,100 391,900 454,200

83 285,000 342,900 392,500 454,800

84 286,000 343,600 393,000 455,400

85 287,100 344,300 393,500 456,000

86 288,100 345,100 394,000 456,600

87 289,100 345,700 394,500 457,200

88 290,100 346,400 395,100 457,700

89 291,200 347,100 395,700 458,200

90 292,200 347,700 396,300 458,800

75 267,500 333,900 383,500 443,500

76 269,000 335,300 384,200 444,100

77 270,400 336,500 385,000 444,700

78 271,900 337,600 385,700 445,400

79 273,400 338,600 386,400 446,000

80 274,800 339,500 387,100 446,600

81 276,200 340,300 387,800 447,200

82 277,600 341,100 388,400 447,800

83 278,900 341,900 389,000 448,400

84 280,300 342,600 389,500 449,000

85 281,600 343,300 390,000 449,600

86 283,000 344,100 390,500 450,200

87 284,300 344,700 391,000 450,800

88 285,600 345,400 381,600 451,300

89 287,000 346,100 392,200 451,800

90 288,200 346,700 392,800 452,400
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91 293,300 348,200 396,900 459,300

92 294,300 348,600 397,400 459,800

93 295,300 349,100 397,900 460,300

94 296,300 349,600 398,500 460,800

95 297,300 350,100 399,000 461,300

96 298,300 350,600 399,500 461,800

97 299,400 351,000 400,000 462,200

98 300,400 351,500 400,500

99 301,400 351,900 401,000

100 302,400 352,400 401,500

101 303,500 352,900 402,000

102 304,600 353,300 402,500

103 305,600 353,800 403,000

104 306,600 354,300 403,500

105 307,500 354,700 403,900

106 308,400 355,100 404,400

91 289,500 347,200 393,400 452,900

92 290,900 347,600 393,900 453,400

93 292,100 348,100 394,400 453,900

94 293,300 348,600 395,000 454,400

95 294,500 349,100 395,500 454,900

96 295,700 349,600 396,000 455,400

97 297,000 350,000 396,500 455,800

98 298,200 350,500 397,000

99 299,400 350,900 397,500

100 300,700 351,400 398,000

101 301,900 351,900 398,500

102 303,100 352,300 399,000

103 304,300 352,800 399,500

104 305,400 353,300 400,000

105 306,500 353,700 400,400

106 307,400 354,100 400,900
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107 309,300 355,500 404,900

108 310,200 355,900 405,300

109 311,000 356,300 405,700

110 311,700 356,700 406,200

111 312,400 357,100 406,700

112 313,100 357,500 407,100

113 313,800 357,900 407,500

114 314,200 358,300 408,000

115 314,700 358,700 408,500

116 315,200 359,100 408,900

117 315,600 359,500 409,300

118 316,000 359,900 409,800

119 316,300 360,300 410,200

120 316,600 360,700 410,600

121 316,900 361,100 411,000

122 317,300 361,400 411,500

107 308,300 354,500 401,400

108 309,200 354,900 401,800

109 310,000 355,300 402,200

110 310,700 355,700 402,700

111 311,400 356,100 403,200

112 312,100 356,500 403,600

113 312,800 356,900 404,000

114 313,200 357,300 404,500

115 313,700 357,700 405,000

116 314,200 358,100 405,400

117 314,600 358,500 405,800

118 315,000 358,900 406,300

119 315,300 359,300 406,700

120 315,600 359,700 407,100

121 315,900 360,100 407,500

122 316,300 360,400 408,000
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123 317,600 361,800 411,900

124 317,900 362,200 412,300

125 318,200 362,600 412,700

126 318,600 362,900 413,200

127 318,900 363,300 413,600

128 319,200 363,700 414,000

129 319,500 364,100 414,400

130 319,900 414,900

131 320,200 415,300

132 320,500 415,700

133 320,800 416,100

134 321,200 416,500

135 321,500 416,900

136 321,800 417,300

137 322,100 417,700

138 322,400 418,100

123 316,600 360,800 408,400

124 316,900 361,200 408,800

125 317,200 361,600 409,200

126 317,600 361,900 409,700

127 317,900 362,300 410,100

128 318,200 362,700 410,500

129 318,500 363,100 410,900

130 318,900 411,400

131 319,200 411,800

132 319,500 412,200

133 319,800 412,600

134 320,200 413,000

135 320,500 413,400

136 320,800 413,800

137 321,100 414,200

138 321,400 414,600
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備考

１ （略）

２ １級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用

を受けることとなった職員で市長が定めるものの給料月額

は、この表にかかわらず、199,700円とする。

備考

１ （略）

２ １級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用

を受けることとなった職員で市長が定めるものの給料月額

は、この表にかかわらず、170,400円とする。

139 322,800 418,500

140 323,100 418,900

141 323,400 419,300

142 323,700

143 324,000

144 324,300

145 324,600

146 324,900

147 325,200

148 325,500

149 325,800

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

201,200 233,700 274,800 318,400 436,800

139 321,800 415,000

140 322,100 415,400

141 322,400 415,800

142 322,700

143 323,000

144 323,300

145 323,600

146 323,900

147 324,200

148 324,500

149 324,800

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

198,800 230,900 271,600 313,700 430,000
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付 則

（施行日）

１ この条例は、令和６年12月１日から施行する。ただし、第１条中狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第８条第１項

の改正規定及び第２条中狛江市職員の給料等に関する条例別表第１の改正規定は、令和６年４月１日から適用する。

（令和６年12月に支給する期末手当の特例）

２ 令和６年12月に支給する期末手当については、第１条中狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第９条第２項の改正規

定にかかわらず、同条同項中「100分の182.5」とあるのは「100分の190.0」とし、第２条中狛江市職員の給料等に関する条例第18

条第２項から第４項までの改正規定にかかわらず、同条第２項中「100分の125.0」とあるのは「100分の130.0」とし、同条第３項

中「100分の105.0」とあるのは「100分の110.0」とし、「100分の95.0」とあるのは「100分の100.0」とし、同条第４項中「100分

の70.0」とあるのは「100分の72.5」とし、「100分の60.0」とあるのは「100分の62.5」とする。

（令和６年12月に支給する勤勉手当の特例）

３ 令和６年12月に支給する勤勉手当については、第２条中狛江市職員の給料等に関する条例第18条の４第２項から第４項までの改

正規定にかかわらず、同条第２項中「100分の117.5」とあるのは「100分の122.5」とし、同条第３項中「100分の137.5」とあるの

は「100分の142.5」とし、「100分の147.5」とあるのは「100分の152.5」とし、同条第４項中「100分の57.5」とあるのは「100分

の60.0」とし、「100分の67.5」とあるのは「100分の70.0」とする。

提案理由

東京都人事委員会勧告に基づき、給与改定等の所要の改正を行うため。
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議案第 52 号

狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

狛江市地域センター・地区センターの設置及び管理に関する条例（昭和51年条例第９号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

２ 各室の使用は、午前９時から正午まで、午後１時から午後

５時まで及び午後６時から午後９時30分までの１区分ごとと

２ 各室の使用は、９時から12時まで、13時から17時まで及び

18時から21時30分までの１区分ごととし、各室の使用料は、

名称 位置

（略）

南部地域センター 狛江市猪方四丁目11番１号

和泉多摩川地区セン

ター

狛江市猪方四丁目１番１号

（略）

名称 位置

（略）

南部地域センター 狛江市猪方四丁目11番１号

駄倉地区センター 狛江市東和泉一丁目３番17号

和泉多摩川地区セン

ター

狛江市猪方四丁目１番１号

（略）
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付 則

この条例は、令和６年12月１日から施行する。

提案理由

駄倉地区センターが閉館することに伴い、所要の改正を行うため。

改 正 後 改 正 前

し、各室の使用料は、１区分ごとの使用料とする。 １区分ごとの使用料とする。

３ 前項の規定にかかわらず、体育館の使用は、午前９時から

午前11時15分まで、午前11時30分から午後１時45分まで、午

後２時から午後４時15分まで、午後４時30分から午後６時45

分まで及び午後７時から午後９時15分までの１区分ごとと

し、体育館の使用料は、１区分ごとの使用料とする。

３ 前項の規定にかかわらず、体育館の使用は、９時から11時

15分まで、11時30分から13時45分まで、14時から16時15分ま

で、16時30分から18時45分まで及び19時から21時15分までの

１区分ごととし、体育館の使用料は、１区分ごとの使用料と

する。

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

２ 各室の使用は、午前９時から正午まで、午後１時から午後

５時まで及び午後６時から午後９時30分までの１区分ごとと

し、各室の使用料は、１区分ごとの使用料とする。

２ 各室の使用は、９時から12時まで、13時から17時まで及び

18時から21時30分までの１区分ごととし、各室の使用料は、

１区分ごとの使用料とする。

施設名 室名 使用料（１区分）

（円）

和泉多摩川地区

センター

２階会議室 200(100)

３階会議室 200(100)

（略）

施設名 室名 使用料（１区分）

（円）

駄倉地区センタ

ー

ホール 200(100)

和室 200(100)

和泉多摩川地区

センター

２階会議室 200(100)

３階会議室 200(100)

（略）
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議案第 53 号

狛江市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

狛江市立児童館の設置及び管理に関する条例（昭和48年条例第３号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業） （事業）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 前項第５号に定める事業は、狛江市小学生クラブの設置及び

管理に関する条例（令和６年条例第 号）に規定する小学生ク

ラブとして行うものとする。

２ 前項第５号に定める事業は、小学生クラブとして規則で定め

る児童館の育成室において行うものとする。

（施設の使用） （施設の使用）

第５条 児童館を使用できる者は、次のとおりとする。 第５条 児童館を使用できる者は、次のとおりとする。

(１) 狛江市に居住する18歳未満の児童。ただし、幼児につい

ては保護者同伴の者に限る。

(１) 狛江市に居住する18歳未満の児童とする。ただし、幼児

については保護者同伴の者

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 小学生クラブの入会対象者は第４条第１項第５号に規定する

児童であって、規則で定める者とする。

（使用手続） （使用及び入会手続き）
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改 正 後 改 正 前

第６条 （略） 第６条 （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

２ 小学生クラブに入会しようとする児童の保護者は、規則で定

めるところにより市長に申請し、入会の決定を受けなければな

らない。

（使用制限） （使用及び入会制限）

第７条 市長は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに

該当するときは、児童館の使用を制限することができる。

第７条 市長は、使用目的又は使用内容が次の各号の一に該当す

るときは、児童館の使用及び小学生クラブの入会を制限するこ

とができる。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等）

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことがで

きる。

第８条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設

の使用を停止し、又は使用の許可及び小学生クラブの入会を取

り消すことができる。

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）

＿＿＿＿＿ （育成料）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第９条 小学生クラブに入会した児童の保護者は、規則で定める

ところにより、児童の育成に係る費用（以下「育成料」とい

う。）を市長に納入しなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する育成料の額は、月額5,000円とする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各

号に掲げる額を加算するものとする。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿_

(１) 午後７時を超えて利用する場合（午後８時まで） 月額

3,000円

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 臨時に午後７時を超えて利用する場合（午後８時まで）
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿_ 日額500円

＿＿＿＿＿＿＿＿ （育成料の減免）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定め

るところにより、育成料を減額し、又は免除することができ

る。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （育成料の不還付）

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第11条 既に納付した育成料は還付しない。ただし、市長が特別

の事情があると認めるときは、その金額の全部又は一部を還付

することができる。

（原状回復の義務） （原状回復の義務）

第９条 （略） 第12条 （略）

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務）

第10条 使用者は、児童館の施設又は付属設備若しくは備付けの

器具等を損傷し、又は滅失させたときは市長の定める損害額を

賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由が

あると認めるときは、この限りでない。

第13条 使用者は、児童館の施設又は付属設備若しくは備え付け

の器具等を損傷し、又は滅失させたときは市長の定める損害額

を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認めるときは、この限りでない。

（児童館の管理） （児童館の管理）

第11条 （略） 第14条 （略）

２ 前項の規定による指定管理者の指定手続等については、狛江

市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成

16年条例第27号）に定めるところによる。

２ 前項の規定による指定管理者の指定手続等については、狛江

市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16

年条例第27号）の定めるところによる。
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改 正 後 改 正 前

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務）

第12条 前条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる

場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

第15条 前条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる

場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(１) （略） (１) （略）

(２) 第６条に規定する児童館の使用の許可、第７条に規定す

る児童館の使用の制限及び第８条に規定する施設の使用停

止、使用許可の取消しに関すること。

(２) 第６条第１項に規定する児童館の使用の許可、第７条に

規定する児童館の使用の制限及び第８条に規定する施設の使

用停止、使用許可の取消しに関すること。

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略）

２ 前項に規定する業務を指定管理者に行わせる場合における第

６条、第７条及び第８条の規定の適用については、これらの規

定（各号列記以外の部分に限る。）中「市長」とあるのは「指

定管理者」とする。

２ 前項に規定する業務を指定管理者に行わせる場合における第

６条第１項、第７条及び第８条の規定の適用については、これ

らの規定（各号列記以外の部分に限る。）中「市長」とあるの

は「指定管理者」とする。

（指定管理者が行う管理の基準） （指定管理者が行う管理の基準）

第13条 （略） 第16条 （略）

（委任） （委任）

第14条 （略） 第17条 （略）

別表（第２条関係） 別表

名称 位置

狛江市立岩戸児童

センター

狛江市岩戸南三丁目15番１号

狛江市立和泉児童

館

狛江市中和泉三丁目12番６号

名称 位置

狛江市立岩戸児童

センター

狛江市岩戸南三丁目15番１号及び狛江

市東和泉一丁目３番17号

狛江市立和泉児童

館

狛江市中和泉三丁目12番６号及び狛江

市元和泉一丁目23番３号
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改 正 後 改 正 前

狛江市立北部児童

館（愛称 こまっ

こ児童館）

狛江市和泉本町三丁目31番19号 狛江市立北部児童

館（愛称 こまっ

こ児童館）

狛江市和泉本町三丁目31番19号

付 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

狛江市放課後クラブ民営化計画に基づき、寺前小学生クラブを業務運営委託とすることに伴い、所要の改正を行うため。

-110-



議案第 54 号

狛江市学童保育所設置条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市学童保育所設置条例の一部を改正する条例

狛江市学童保育所設置条例（昭和55年条例第４号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的） （設置）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34

条の８第１項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第１項の規定に基づき、狛江市学童保育所（以下「学童保

育所」という。）の設置及び管理について必要な事項を定める

ことを目的とする。

第１条 保護者の監護に欠ける小学校（特別支援学校の小学部及

び小学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。）の児童を一

定の時間組織的に指導し、その健全な育成を図るため、学童保

育所を設置する。

（名称、位置及び定員） （名称、位置及び定員）

第２条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。 第２条 学童保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとす

る。

２ 学童保育所の定員は、規則で定める。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（入所の手続） （入所の手続）

第５条 学童保育所に児童を入所させようとする者は、規則に定

めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならな

第５条 学童保育所に児童を入所させようとする者は、規則の定

めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならな
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改 正 後 改 正 前

い。 い。

（育成料の減免） （育成料の免除）

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則に定め

るところにより、育成料を減額し、又は免除することができ

る。

第８条 市長は、育成料を納付すべき者の属する世帯が次の各号

の一に該当するときは、育成料を免除することができる。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿_

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護

を受けている世帯

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 当該年度（４月から６月までにあっては、前年度）に納

付すべき区市町村民税が非課税である世帯

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) その他特に市長が免除することを相当と認める世帯

（入所の承認の取消し） （入所の承認の取消し）

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、入所の承認を取り消すことができる。

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入所

の承認を取り消すことができる。

(１) （略） (１) （略）

(２) 第４条の要件に該当するに至ったとき。 (２) 第４条各号のいずれかの要件に該当するに至ったとき。

(３) （略） (３) （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

名称 位置

上和泉学童保育所 狛江市和泉本町四丁目７番51号上和泉

地域センター内

猪方学童保育所 狛江市猪方一丁目11番２号

名称 位置 定員

（人）

上 和 泉 学 童 保

育所

狛江市和泉本町四丁目７番51号

上和泉地域センター内

50

猪 方 学 童 保 育 狛江市猪方一丁目11番２号 50
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ただし、市長が特に必要と認めるときは、定員を超えて入所さ

せることができる。

松原学童保育所 狛江市和泉本町一丁目14番３号

東野川学童保育所 狛江市東野川一丁目６番３号

駒井学童保育所 狛江市駒井町一丁目21番６号

所

松 原 学 童 保 育

所

狛江市和泉本町一丁目14番３号 50

東 野 川 学 童 保

育所

狛江市東野川一丁目６番３号 50

駒 井 学 童 保 育

所

狛江市駒井町一丁目21番６号 50

付 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

狛江市学童保育所の設置及び管理に関する根拠法令の整理に伴い、所要の改正を行うため。
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議案第 55 号

狛江市放課後クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市放課後クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

狛江市放課後クラブの設置及び管理に関する条例（平成30年条例第36号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（名称、位置及び定員） （名称及び位置等）

第２条 放課後クラブの名称及び位置は、別表及び規則に定める

とおりとする。

第２条 放課後クラブの名称、位置及び定員は、別表のとおりと

する。ただし、市長が必要と認めるときは、定員を超えて入会

させることができる。

２ 放課後クラブの定員は、規則で定める。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（運営） （実施日及び実施時間）

第３条 放課後クラブの運営に関する事項は、規則で定める。 第３条 放課後クラブの実施日及び実施時間は、次に掲げるとお

りとする。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

(１) 実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日、12月29日から同月31日ま

で、１月２日及び同月３日を除く日とする。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 実施時間は、次のとおりとする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ア 月曜日から金曜日まで 下校時から午後６時45分まで

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ イ 土曜日（学校休業期間中の土曜日も含む。） 午前８時
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改 正 後 改 正 前

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 30分から午後６時まで

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ウ 学校休業日 午前８時30分から午後６時45分まで

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 前２号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めると

きは、実施の中止及び時間の変更を行うことができる。

（入会対象者） （入会対象者）

第４条 放課後クラブに入会できる児童は、次の各号のいずれに

も該当しなければならない。

第４条 放課後クラブの入会対象者は、次に掲げる条件を満たす

児童とする。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

２ （略） ２ （略）

（入会の手続等） （入会の手続等）

第５条 放課後クラブに入会しようとする児童の保護者は、規則

に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければなら

ない。

第５条 放課後クラブの入会手続等は、狛江市放課後クラブ実施

規則（平成25年規則第86号）第６条から第14条までの規定を準

用する。

（入会の承認の取消し） （入会の承認の取消し）

第６条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、入会

の承認を取り消すことができる。

第６条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、入会

の承認を取り消すことができる。

(１) （略） (１) （略）

(２) 第４条第２項の要件に該当するに至ったとき。 (２) 第４条第２項各号のいずれかの要件に該当するに至った

とき。

(３) （略） (３) （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

名称 位置 名称 位置 定員
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改 正 後 改 正 前

第五小学校放課後ク

ラブ

狛江市東野川一丁目36番13号 第一小学校

放課後クラ

ブ

狛江市和泉本町一丁目37番１号

狛江第一小学校特別教室棟内 80人

第五小学校

放課後クラ

ブ

狛江市東野川一丁目36番13号 80人

付 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

第一小学校放課後クラブの民営化に伴い、所要の改正を行うため。
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議案第 56 号

狛江市小学生クラブの設置及び管理に関する条例

上記の議案を提出する。

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

狛江市小学生クラブの設置及び管理に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の８第１項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第

１項の規定に基づき、狛江市小学生クラブ（以下「小学生クラブ」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めることを

目的とする。

（名称、位置及び定員）

第２条 小学生クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

２ 小学生クラブの定員は、規則で定める。

（運営）

第３条 小学生クラブの運営に関する事項は、規則で定める。

（入会対象者）

第４条 小学生クラブに入会できる児童は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

（１） 狛江市内に居住していること又は狛江市外に居住し、学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）の規定に基づく区域外

就学について狛江市教育委員会の承諾を受けていること。

（２） 保護者等の労働又は疾病等の理由により適切な監護を受けられないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、心身の重い障がい、疾病その他の理由により集団保育が困難な児童は、小学生クラブに入会すること
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ができない。

３ 第一小学校小学生クラブ及び和泉小学校小学生クラブに入会できる児童は、第１項第１号の規定にかかわらず、当該小学校に在

籍し、又は学区域内に住所を有する者とする。

（入会の手続等）

第５条 小学生クラブに入会しようとする児童の保護者は、規則に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。

（育成料）

第６条 小学生クラブに入会した児童の保護者は、規則に定めるところにより、児童の育成に係る費用（以下「育成料」という。）

を市長に納入しなければならない。

２ 前項に規定する育成料の額は、月額5,000円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲

げる額を加算するものとする。

(１) 午後７時を超えて利用する場合（午後８時まで） 月額3,000円

(２) 臨時に午後７時を超えて利用する場合（午後８時まで） 日額500円

（育成料の減免）

第７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、育成料を減額し、又は免除することができる。

（育成料の不還付）

第８条 既に納入した育成料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することが

できる。

（入会の承認の取消し）

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入会の承認を取り消すことができる。

（１） 第４条第１項各号のいずれか又は同条第３項の要件を欠くに至ったとき。

（２） 第４条第２項の要件に該当するに至ったとき。

（３） 前各号のほか小学生クラブの利用を不適当と認めるとき。

（委任）

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付 則

（施行期日）
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１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 別表に規定する小学生クラブの開所に係る準備その他この条例の施行に際し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても

行うことができる。

別表（第２条関係）

備考 岩戸小学生クラブ、宮前小学生クラブ及びこまっこ小学生クラブの実施場所は、事業内容等により育成室以外の場所で実施す

ることができる。

提案理由

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき、狛江市小学生クラブの設置及び管理について、必要な事

項を定めるため。

名称 位置

岩戸小学生クラブ 狛江市岩戸南三丁目15番１号 狛江市立岩戸児童センター育成室

宮前小学生クラブ 狛江市中和泉三丁目12番６号 狛江市立和泉児童館育成室

こまっこ小学生クラブ 狛江市和泉本町三丁目31番19号 狛江市立北部児童館育成室

寺前小学生クラブ 狛江市元和泉一丁目23番３号

第一小学校小学生クラブ 狛江市和泉本町一丁目3番１号 狛江第一小学校特別教室棟内

和泉小学校小学生クラブ 狛江市中和泉三丁目24番12号
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議案第 57 号

道路の廃止について

道路の廃止につき、下記道路調書のとおり議会の議決を求める。

記

道路調書

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるため。

路 線 番 号 起 点 終 点
幅 員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

面 積

（㎡）

市道

第 841 号線

西野川三丁目

863-4 番地

西野川三丁目

869-1 番地
1.82 81.80 146.49
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同意第 ５ 号

狛江市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

下記の者を、狛江市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので議会の同意を求める。

記

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第３項の規定により、議会の同意を求めるため。

住 所 東京都世田谷区

氏名・年齢 秋谷 隆一郎 ・ 53歳
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同意第 ６ 号

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいので議会の意見を求める。

記

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

人権擁護委員法（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるため。

住 所 東京都狛江市

氏名・年齢 馬場 和佳 ・ 50歳
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同意第 ７ 号

狛江市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

下記の者を、教育委員会委員に任命したいので議会の同意を求める。

記

令和６年11月25日

提出者 狛江市長 松原 俊雄

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるため。

住 所 東京都狛江市

氏名・年齢 小川 敦子 ・ 53歳
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